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女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

二

（
八
七
四
）

1

ω
　
刑
事
司
法
に
お
い
て
、
終
局
的
に
確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
被
告
人
の
（
刑
事
）
責
任
の
有
無
（
有
罪
か
無
罪
か
）
・
種
類
お
よ
び
程
度
で
あ

る
が
、
責
任
の
有
無
は
．
事
実
認
定
と
法
の
解
釈
に
よ
り
、
責
任
（
同
時
に
こ
こ
で
は
「
刑
」
）
の
種
類
お
よ
び
程
度
は
、
法
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

裁
判
官
が
こ
れ
を
決
定
す
る
（
か
わ
ゆ
る
刑
の
適
用
お
よ
び
刑
の
量
定
）
．
起
訴
便
宜
主
義
（
刑
訴
法
二
四
八
条
）
を
と
る
建
前
か
ら
も
、
検
察
官
の
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

訴
し
た
事
件
の
無
罪
率
は
、
諸
国
に
比
較
し
て
格
段
に
低
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
も
と
よ
り
、
弁
護
人
、
検
察
官
、
ひ
い
て
は
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
般
の
関
心
は
、
も
つ
ぱ
ら
刑
の
量
定
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
集
中
す
る
。
こ
と
に
、
殺
人
罪
（
刑
法
一
九
九
条
。
上
は
死
刑
か
ら
下
、

は
懲
役
三
年
－
刑
の
執
行
猶
予
を
付
し
う
る
ー
に
ま
で
至
る
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
界
の
立
法
例
の
中
で
も
、
と
く
に
、
法
定
刑
の
枠
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ぎ
い
こ
と
で
有
名
な
わ
が
刑
法
典
の
下
で
は
、
刑
の
量
定
は
「
特
別
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
さ
れ
る
の

は
、
当
然
で
あ
る
。
・
例
え
ば
、
殺
人
罪
に
つ
い
て
、
有
期
の
懲
役
を
選
択
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
大
き
く
半
年
毎
の
段
階
に
分
け
た
と
し
て

も
二
五
種
も
の
段
階
的
刑
が
考
え
ち
れ
る
し
、
こ
れ
に
法
律
上
加
重
減
軽
、
酌
量
減
軽
を
加
え
、
さ
ら
に
一
ヵ
月
毎
の
段
階
を
認
め
る
な
ら
ば
．

極
端
に
云
え
ば
、
無
限
に
近
い
段
階
的
刑
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．
そ
れ
ら
思
考
可
能
な
段
階
的
刑
の
中
か
ら
た
だ
一
つ
宣
告
刑
を
選
ん
で

刑
の
言
渡
し
を
す
る
の
は
、
全
く
裁
判
官
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
．
も
と
よ
り
、
裁
判
官
は
、
憲
法
と
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
、
自
己
の
良

心
に
従
つ
て
裁
判
を
す
る
（
憲
法
七
六
条
三
項
参
照
）
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
の
量
定
も
ま
た
、
憲
法
お
よ
び
法
律
の
枠
内
で
行
な
わ
れ
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
準
則
と
な
る
法
は
、
さ
き
に
も
一
言
し
た
よ
引
に
、
す
ぐ
れ
て
抽
象
的
で
あ
つ
て
、
個
別
f
具
体
的
場
合
に
、
た
だ
こ
れ

を
具
体
的
事
件
に
あ
て
は
め
る
と
い
つ
た
操
作
が
端
的
に
期
待
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
井
上
教
授
が
正
当
に
も
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
「
制
定
法
主
義
の
国
と
し
て
制
定
法
が
裁
親
所
を
拘
束
す
る
と
い
う
原
則
に
な
つ
て
は
い
て
も
、
実
は
裁
判
所
じ
し
ん
が
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

定
法
の
中
か
ら
具
体
酌
に
法
の
発
見
に
努
め
ざ
る
を
え
な
い
し
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
刑
の
量
定
も
ま
た
所
詮
「
刑
法
理



　
　
　
（
5
）

論
の
縮
図
」
、
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
裁
判
官
の
よ
づ
て
立
つ
理
論
の
如
何
に
よ
つ
て
、
あ
る
程
度
量
刑
の
寛
厳
の
差
を
生
じ
．
そ
の
た
め
、
刑
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

予
測
の
困
難
叛
い
し
は
、
刑
罰
の
不
均
衡
と
い
う
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
理
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
反
面
、
現

実
の
裁
判
所
に
お
け
る
量
刑
は
、
必
ず
し
も
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
0
種
の
犯
罪
に
は
こ
の
程
度
の
刑
罰
と
い
叉
量
刑
の
慣
行
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
レ

刑
の
相
場
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
の
裁
判
、
判
決
に
か
な
り
の
影
響
力
を
も
つ
こ
と
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
指
摘
さ
れ
で
い
る
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

か
り
で
な
く
、
一
般
的
に
承
認
ず
み
で
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
、
刑
の
量
定
に
際
し
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
、
入
権
保
障
の
見
地
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
刑
の
定
率
化
6
胃
庄
鶏
江
8
」
、
従
つ
て
刑
の

均
衡
が
要
請
さ
れ
、
他
面
、
社
会
防
衛
な
い
し
具
体
的
正
義
の
実
現
の
見
地
か
ら
は
刑
の
個
別
化
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
現
実
の
問
題
と

し
て
、
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
要
請
が
現
存
す
る
以
上
、
何
れ
の
見
地
に
立
つ
に
し
て
も
、
量
刑
の
実
際
を
集
積
し
、
こ
れ
を
分
析
し
て
、
実
態

を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
至
る
ま
で
、
量
刑
に
関
す
る
研
究
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
佐
伯
博
士
を
し

て
「
刑
法
学
は
、
量
刑
問
題
に
関
す
る
限
り
『
う
ま
ず
め
』
で
あ
る
と
い
う
嘆
き
も
し
く
は
非
難
は
、
今
日
も
そ
の
ま
ま
残
つ
て
い
る
よ
う
に
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

わ
れ
る
」
と
嘆
か
せ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
，
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
近
時
、
量
刑
研
究
が
着
実
な
収
穫
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
て
よ
く
、
更
に
は
、
一
九
五
七
年
の
国
際
刑
法
会
議
そ
の
他
の
国
際
会
議
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
の
量
刑
の
問
題
が
議
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら

（
10
）
・

れ
、
ア
メ
リ
カ
で
も
一
九
五
九
年
七
月
に
は
コ
ロ
ラ
ド
大
学
で
量
刑
に
関
す
る
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
全
国
各
地
の
連
邦
裁
判
官
が

　
　
　
　
　
（
11
）

こ
れ
に
参
加
L
、
ま
た
、
』
各
国
の
刑
法
改
正
の
動
向
の
中
で
「
裁
判
官
は
、
行
為
者
の
責
任
に
応
じ
て
刑
を
量
定
七
、
被
告
人
の
動
機
、
経
歴
お

よ
び
．
一
身
上
の
諸
関
係
（
境
遇
）
を
顧
慮
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
た
有
名
な
ヌ
ィ
ス
刑
法
（
一
九
三
七
年
二
万
二
一
日
の
連
邦
法
、
一
九
四
二

年
一
月
一
β
施
行
）
六
三
条
の
他
、
イ
タ
ツ
ァ
刑
法
（
一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
九
日
）
一
三
二
～
一
、
四
〇
条
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
（
一
九
三
〇
年
四
月
一
五

鴇
Y
八
○
条
、
ブ
ラ
シ
ル
刑
法
2
九
四
〇
年
ご
一
月
七
目
）
四
二
条
、
ギ
リ
ツ
ヤ
刑
法
（
一
九
五
〇
年
八
月
一
七
日
）
七
九
条
、
チ
ェ
コ
ス
巨
バ
キ
ア

刑
法
（
｝
九
六
丁
年
二
月
二
九
日
V
三
一
電
三
四
条
、
箔
；
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
刑
法
（
一
九
五
一
年
三
月
二
旧
〉
三
八
～
四
七
条
等
、
何
ら
か
の
量
刑
の
基
準
を

　
　
　
女
性
犯
罪
と
荊
の
量
定
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
　
　
（
ハ
七
五
）



　
　
　
　
女
性
狂
景
と
荊
皿
づ
量
定
孔
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
八
セ
六
）

番
す
立
法
例
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ゼ
加
諸
要
姻
が
競
冶
し
ズ
、
・
量
刑
論
は
、
近
壁
わ
が
国
だ
け
で
は
な
く
、
諸
国
の
刑
法
学
老
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
扮
）

関
心
を
集
め
、
』
「
う
ま
ず
め
」
の
汚
名
を
返
上
し
よ
う
と
し
て
い
菊
よ
云
に
見
う
け
ら
れ
る
。

全
Y
竹
内
誠
・
『
弁
護
人
の
側
か
ら
見
た
刑
の
量
定
の
基
準
」
刑
法
雑
誌
皿
巻
2
・
3
・
4
号
三
三
一
頁
に
よ
れ
ぽ
、
無
罪
率
は
、
西
独
・
フ
ラ
ソ
ス
が
七
～
八
パ
ー
セ
ン

　
　
ト
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
一
パ
ー
セ
ソ
ト
に
対
し
て
B
本
は
一
パ
ー
セ
ソ
ト
前
後
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
昭
和
二
七
～
四
〇
年
の
わ
が
国
の
無
罪
率
は
左
表
の
通
り
も
つ
と
少

　
　
識
▽
。無罪率

無罪率

　　％
無罪人員判決総人員年次

1。18

1．04

0．79

0．75

0．60

0．53

0．41

0．45

①．49

0．45

0．一56

0．68

0．55

0．45

6
　
　
2

6
　
　
0

5
　
　
　
“
乙

1
　
　
　
1

869

925

710

566

412

463

490

425

513

597

473

407

133，275

115，354

109，696

124，037

118，682

106．351

101，520

102．945

99，478

94，427

91，597

87，928

86，334

91．256

昭和27年

　　　28

　　　29

　　　30

　　　31

　　　32

33
　
3
4

35
　
36
　
37
　
3
8
　
3
9
　
4
0

昭和40年度司法統計年報刑事編による。

（
2
）
　
佐
伯
千
侮
・
刑
の
量
定
の
基
準
・
刑
法
講
座
扁
巻
扁
一
六
頁
（
昭
和
三
八
年
）
参
照
。

（
3
）
　
佐
伯
・
前
掲
論
文
一
一
六
頁
。

（
4
）
　
井
上
正
治
・
「
責
任
原
理
」
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
総
合
的
検
討
・
法
律
時
報
臨
時
増
刊
三
二
巻
八
号
一
〇
一
頁
（
昭
和
三
五
年
六
月
罵

（
5
）
　
団
藤
重
光
・
「
刑
法
綱
要
総
論
』
四
二
二
頁
（
昭
和
三
二
年
）
、
同
旨
大
谷
実
・
「
刑
罰
量
定
基
準
と
人
格
責
任
論
」
同
志
社
法
学
84
号
三
五
頁
（
昭
和
三
九
年
三
月
）
、

高
窪
貞
人
・
「
英
米
法
に
お
け
る
刑
の
量
定
弓
ぎ
＞
詳
9
0
0
魯
3
琴
ぎ
讐
英
米
法
学
1
3
号
二
一
頁
（
昭
和
三
七
年
七
月
）
。

（
6
）
　
相
対
的
法
定
刑
主
義
の
現
行
法
制
下
に
お
い
て
は
、
と
く
に
量
刑
の
枠
が
広
け
れ
ぽ
広
い
ほ
ど
、
鳳
様
の
事
件
に
対
す
る
刑
の
量
定
の
不
統
一
、
刑
罰
の
不
均
衡
が

れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
滝
川
幸
辰
博
士
は
、
か
っ
て
、
こ
の
問
題
に
っ
い
て
「
罪
刑
法
定
主
義
は
現
行
法
に
よ
り
て
形
式
的
に
是
認
せ
ら
れ
、
実
質
的
に
無
視
せ

　
生
ず
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
単
な
る
「
刑
の
個
別
化
」
の
ス
・
i
ガ
ン
の
下
で
、
実
質
的
な
量
刑
の
不
統
一
、
不
均
衡
が
カ
バ
ー
さ



　
ら
れ
て
居
る
」
と
ま
で
云
わ
れ
た
（
滝
川
・
刑
法
各
論
、
現
代
法
学
全
集
二
七
巻
四
〇
〇
頁
（
昭
和
孟
年
）
）
．
な
お
、
1
・
R
・
カ
，
ウ
フ
マ
ソ
・
北
沢
治
雄
仮
訳
「
裁
判
官

　
の
間
題
ど
し
て
の
量
刑
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
ご
二
巻
四
号
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
例
え
ぽ
佐
伯
・
前
掲
論
文
噌
一
七
頁
、
大
谷
実
・
前
掲
論
文
三
四
頁
。

（
8
）
　
例
え
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
き
ぎ
》
注
Φ
壁
霧
は
「
刑
の
量
定
に
際
し
て
は
、
す
べ
て
の
こ
と
が
現
実
の
法
規
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
量
刑
の
慣
行
が

　
重
要
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
従
つ
て
、
全
く
異
つ
た
環
境
の
出
で
あ
る
裁
判
官
（
例
え
ば
支
那
と
か
イ
ン
ド
と
か
の
）
が
、
必
ル
ウ
ェ
；
と
か
ド
イ
ッ
の
刑
罰
法
規
を

　
分
析
し
、
か
つ
、
刑
罰
を
そ
の
よ
う
に
実
定
法
の
意
味
で
量
定
し
よ
う
と
し
た
場
合
を
想
定
す
る
と
き
、
彼
は
か
な
り
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
と
い

　
い
む
夢
＞
鼠
Φ
召
聲
の
霞
瑞
醤
9
Φ
器
暮
叩
国
望
薫
8
（
一
〇
零
y
ψ
①
躍
晒
ま
た
、
ス
イ
ス
の
甥
睾
艮
凝
霞
も
、
「
裁
判
官
の
量
刑
に
際
し
て
は
、
合
理
的
な
取
扱
で
は

　
な
く
し
て
伝
統
的
な
取
扱
が
肝
要
で
あ
る
」
と
説
き
（
く
管
串
労
閑
①
暮
ぎ
讐
き
票
①
宰
9
ぎ
詳
伽
窪
霊
魯
8
器
ゆ
づ
q
臼
ω
霞
鋒
目
旨
o
器
葺
壁
幹
げ
毒
㍉
N
ω
ρ
鼠
竃
僻

（
一
〇
駕
）
国
Φ
罫
罫
砕
曽
鱒
）
、
さ
ら
に
‘
国
嘱
宮
轡
に
よ
れ
ば
「
広
い
刑
罰
の
枠
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
裁
判
官
の
自
由
（
ロ
裁
量
の
自
由
、
筆
者
注
）
は
、
単
に
見

　
せ
か
け
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
実
定
法
規
は
止
揚
さ
れ
て
、
慣
習
が
始
ま
る
。
判
決
に
と
つ
て
決
定
的
と
な
る
の
は
、
い
か
な
畜
刑
罰
が
適
当
か
と
い
う
裁
判

　
官
の
評
価
で
は
な
く
し
て
、
第
一
に
慣
習
、
即
ち
実
定
法
規
と
並
ん
で
存
在
す
る
『
刑
の
相
場
』
ω
球
鑑
冨
蓉
で
あ
る
」
と
ま
で
極
言
さ
れ
る
ハ
＜
o
q
ド
』
》
区
φ
壁
聲

　
鉾
勲
O
‘
の
●
①
㎝
oo
）
。

（
9
）
　
佐
伯
・
前
掲
論
文
一
一
八
頁
。
な
お
、
大
谷
・
前
掲
論
文
三
四
頁
も
量
刑
研
究
の
「
不
毛
」
性
を
指
摘
し
て
お
ぢ
れ
る
。

（
1
0
）
　
例
え
ぽ
．
一
九
五
七
年
ア
テ
ネ
の
第
七
回
国
際
刑
法
会
議
で
は
「
刑
及
び
保
安
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
裁
量
権
の
統
制
」
、
比
較
的
近
く
一
九
六
一
年
の
リ
ス
ボ

　
ン
の
国
際
刑
法
学
会
で
は
　
「
刑
事
裁
判
の
宣
告
に
お
け
る
技
術
的
方
法
」
、
一
九
六
六
年
ロ
ン
ド
ン
の
社
会
防
衛
週
間
国
際
会
議
で
は
、
．
留
旨
窪
包
凝
．
．
の
問
題
が
そ
れ

ぞ
れ
議
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
な
ど
。

（
1
1
）
　
1
・
R
・
カ
ウ
フ
マ
ン
・
前
掲
論
文
四
三
頁
。

（
12
）
　
量
刑
に
関
す
る
わ
が
国
の
文
献
の
主
な
も
の
を
拾
う
と
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
秋
山
哲
治
ポ
「
量
刑
に
お
け
る
政
治
性
と
倫
理
性
」
同
志
社
法
学
6
3
号
（
昭
和
三
六
年
）
、
安
部
治
夫
．
小
林
高
記
訳
．
「
ツ
ェ
ル
ド
ン
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
．
『
刑
の
量
定
の

問
題
』
」
法
律
の
ひ
ろ
ぱ
9
巻
1
2
号
、
1
0
巻
1
号
、
2
号
（
昭
和
三
嚇
年
噌
二
月
、
三
二
年
一
も
二
月
号
）
、
出
射
義
夫
・
「
殺
人
罪
に
対
す
る
量
刑
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ

　
ス
ト
9
5
号
（
昭
和
三
〇
年
↓
二
月
輔
日
号
）
、
植
松
正
・
「
刑
罰
量
定
に
お
け
る
人
的
条
件
の
関
与
」
裁
判
心
理
学
の
諸
相
（
昭
和
ニ
ニ
年
）
．
大
竹
敬
喜
．
「
刑
の
量
定
の
基

調
（
刑
罰
の
本
質
ー
刑
罰
の
目
的
ー
責
任
の
心
理
的
基
礎
）
」
法
曹
会
雑
誌
1
6
巻
4
号
、
大
谷
実
・
前
掲
論
文
、
小
野
清
一
郎
・
「
刑
罰
の
目
的
と
刑
の
量
定
ー
西
ド
イ
ツ

　
の
『
刑
法
改
正
資
料
』
か
ら
」
法
律
時
報
2
9
巻
2
号
（
昭
和
三
二
年
二
月
号
）
、
1
・
R
・
カ
ウ
フ
マ
ソ
・
前
掲
論
文
、
宮
内
裕
・
「
量
刑
の
実
態
」
法
律
時
報
資
料
版
6

号
（
一
九
六
一
年
四
月
）
、
小
泉
敏
次
・
「
刑
の
量
定
に
就
て
」
司
法
研
究
八
輯
四
号
（
昭
和
三
年
）
、
幸
野
瀞
彦
ち
刑
の
量
定
の
実
証
的
研
究
」
（
昭
和
二
三
年
）
、
古
賀

俊
郎
・
・
「
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研
究
（
特
に
統
制
経
済
事
犯
の
量
刑
に
就
て
）
」
司
法
研
究
二
九
輯
四
号
（
昭
和
一
五
年
）
、
小
林
謙
助
．
「
英
米
刑
事
裁
判
に
お
け

　
る
量
刑
σ
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
二
輯
一
〇
号
（
昭
和
二
九
年
）
、
佐
伯
・
前
掲
論
文
、
篠
塚
春
世
訳
．
，
「
F
、
・
エ
ク
ズ
ナ
r
『
独
逸
裁
判
所
に
於
け
る
刑
の
量
定
の
実

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

五

（
八
七
七
）



女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

山ノ￥

（
八
七
八
）

際
』
」
司
法
資
料
二
六
三
号
（
昭
和
一
、
五
年
）
、
入
江
正
信
・
「
殺
人
の
罪
に
関
す
る
量
刑
資
料
上
・
下
」
司
法
研
修
所
調
査
叢
書
五
号
（
昭
和
三
四
年
）
、
同
．
「
傷
害
致
死

の
罪
に
関
す
る
量
刑
資
料
」
同
調
査
叢
書
六
号
（
昭
和
三
四
年
）
、
司
法
省
調
査
部
・
「
量
刑
実
際
の
統
計
的
調
査
と
エ
ッ
ク
ス
ネ
ル
め
研
究
e
、
⇔
」
法
曹
会
雑
誌
鳩
巻

10

号
、
19
巻
11
号
、
正
田
満
三
郎
・
高
橋
正
己
・
「
傷
害
致
死
罪
に
対
す
る
量
刑
の
実
証
的
研
究
e
～
⑳
」
法
律
時
報
3
0
巻
5
号
、
8
号
、
1
1
号
、
3
1
巻
1
号
（
昭
和
三
三

年
・
三
四
年
）
．
高
窪
貞
人
・
前
掲
論
文
、
高
橋
正
己
・
「
量
刑
の
変
遷
に
つ
い
て
」
刑
事
法
の
理
論
と
現
実
⇔
（
小
野
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
）
三
五
一
頁
以
下
く
昭
和

コ
六
年
）
、
同
・
「
窃
盗
罪
に
対
す
る
量
刑
の
地
域
差
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
3
巻
3
号
（
昭
和
二
八
年
）
、
田
上
輝
彦
・
「
量
刑
と
執
行
猶
予
・
累
犯
加
重
・
未
決
通
算
ど
の

関
係
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
四
号
（
昭
和
三
三
年
五
丹
一
五
日
号
）
、
竹
田
国
雄
・
羽
生
雅
則
・
「
自
動
車
事
故
に
よ
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
対
す
る
量
刑
の
考

察
」
司
法
研
修
所
報
三
一
号
（
昭
和
三
八
年
）
、
武
安
将
光
・
「
日
本
に
お
け
る
売
春
の
実
況
と
売
春
盟
係
事
件
に
つ
い
て
の
刑
の
量
定
」
法
曹
時
報
7
巻
6
号
（
昭
和
三

〇
年
六
月
）
、
同
・
「
刑
の
量
定
と
犯
行
の
認
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
鵬
号
（
昭
和
三
六
年
九
月
一
目
号
）
、
同
・
「
英
国
・
西
ド
イ
ツ
等
に
お
け
る
暴
力
犯
罪
の
取
締
と
刑
の
量

定
e
、
⇔
」
法
律
時
報
三
一
巻
二
、
三
号
（
昭
和
三
四
年
二
、
三
月
号
）
、
同
・
「
量
刑
研
究
の
方
法
論
お
よ
び
我
国
に
お
け
る
生
命
犯
に
対
す
る
量
刑
の
特
色
」
刑
法
雑
誌

12

巻
2
・
3
・
4
号
（
昭
和
三
七
年
七
月
）
、
同
・
「
医
療
過
誤
に
対
す
る
判
例
の
注
意
義
務
認
定
の
基
準
と
刑
の
量
定
に
つ
い
て
の
考
察
」
過
失
犯
③
（
日
沖
憲
郎
博
士
還

暦
祝
賀
）
一
〇
一
頁
以
下
（
昭
和
四
一
年
）
、
武
安
・
所
・
「
日
英
独
三
国
に
お
け
る
生
命
犯
に
対
す
る
刑
の
量
定
ω
、
㈲
」
法
曹
時
報
14
巻
7
号
、
9
号
（
昭
和
三
七
年

七
月
、
九
月
号
）
、
谷
川
輝
・
「
刑
0
量
定
に
つ
い
て
」
刑
政
75
巻
12
号
（
昭
和
三
九
年
一
二
月
）
、
所
一
彦
・
「
刑
の
量
定
の
基
準
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
鵬
号
（
昭
稀
四
〇
年
一

月
一
日
号
）
、
中
利
太
郎
・
香
城
敏
麿
・
「
量
刑
の
実
証
的
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
1
5
輯
1
号
（
昭
和
四
一
年
三
月
V
、
中
利
太
郎
．
「
量
刑
の
実
際
と
そ
の
諸
問
題
」
刑
法

雑
誌
1
2
巻
2
・
3
・
4
号
（
昭
和
三
七
年
七
月
）
、
平
田
胤
明
・
「
量
刑
の
実
際
と
間
題
点
」
刑
法
雑
誌
1
2
巻
2
・
3
・
4
号
、
不
破
武
夫
・
「
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研

究
」
（
昭
和
一
四
年
、
は
じ
め
同
名
の
単
行
本
、
の
ち
に
刑
法
上
の
諸
問
題
（
昭
和
二
五
年
）
に
所
収
、
な
お
不
破
教
授
の
研
究
に
対
す
る
賛
否
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て

佐
伯
千
偬
・
「
不
破
教
授
『
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研
究
』
」
法
学
論
叢
四
二
巻
五
号
八
〇
一
頁
以
下
（
昭
和
一
五
年
五
月
）
．
八
木
畔
・
「
不
破
教
授
『
刑
の
量
定
に

関
す
る
実
証
的
研
究
』
」
法
律
時
報
一
二
巻
四
号
四
九
頁
（
昭
和
一
五
年
）
と
が
あ
る
。
）
、
牧
野
英
一
・
「
刑
の
量
定
と
刑
法
理
論
ー
セ
ン
テ
ン
シ
ン
グ
の
問
題
に
つ
い

て
e
、
⇔
」
警
察
研
究
37
巻
5
号
、
6
号
（
昭
和
四
一
年
五
、
六
月
号
）
、
松
本
時
夫
㍉
量
刑
ー
ア
メ
リ
カ
法
制
の
展
望
」
（
昭
和
三
九
年
）
．
村
崎
満
・
「
統
制
経
済
法

令
違
反
に
対
す
る
量
刑
－
昭
和
1
6
．
年
度
に
於
け
る
京
城
覆
審
法
院
管
内
の
実
情
1
」
司
法
協
会
雑
誌
22
巻
1
号
、
森
下
忠
・
「
不
定
期
刑
の
類
型
と
量
刑
」
法
律
の
ひ

ろ
ば
15
巻
7
号
（
昭
和
三
七
年
七
月
号
）
、
同
・
「
不
定
期
刑
の
量
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
刑
法
雑
誌
1
2
巻
2
、
へ
3
・
4
号
、
安
平
政
吉
・
「
刑
の
量
定
の
基
準
に
つ
い
て
」

刑
法
雑
誌
1
2
巻
2
・
3
・
4
号
等
相
当
数
を
数
え
る
。
ド
イ
ツ
語
の
文
献
も
相
当
多
い
。
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国
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器
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伊
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道
讐
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け
劃
∪
器
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浮
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け
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口
山
①
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日
警
o
琶
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画
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弓
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お
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以
上
の
他
、
ド
イ
ツ
語
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
ン
ケ
“
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー3
版
の
13
条
前
注
と
く
に
皿
、
以
に
所
掲
の
多
数
の
文
献
を
参
照
さ
れ

　
た
い
。
＜
管
望
凄
蒔
Ψ
浮
腎
9
婁
幹
O
や
国
。
ヨ
目
聲
冨
り
し
ρ
卜
仁
鉾
お
0
8
や
一
8
中
な
お
、
佐
伯
．
前
掲
論
文
一
一
九
頁
注
参
照
づ

③
　
わ
が
国
に
お
け
る
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研
究
の
噛
矢
と
し
て
の
栄
誉
を
担
う
も
の
は
、
前
掲
注
（
11
）
に
も
あ
げ
た
故
不
破
教
授
の

「
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
で
あ
り
、
こ
の
研
究
が
そ
の
後
の
わ
が
国
の
量
刑
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で

に
前
掲
注
（
n
）
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研
究
は
一
〇
指
を
こ
え
て
い
る
が
、
と
く
に
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

じ
た
も
の
は
稀
有
で
あ
る
。
ま
た
、
「
女
性
に
対
す
る
刑
は
男
性
に
対
す
る
場
合
に
比
較
し
て
軽
い
こ
乏
は
女
性
犯
罪
の
研
究
で
通
説
と
な
つ
て

　
　
　
　
　
　
（
皿
）

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
そ
の
論
証
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
本
研
究
は
、
女
性
に
対
す

る
刑
が
一
般
に
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
男
性
に
対
す
る
刑
に
比
較
し
て
軽
い
か
ど
う
交
軽
い
と
す
れ
ぽ
、
ド
そ
れ
は
、
行
為
者
が
女
性
で
あ
る
が
故

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
め
量
定
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
（
八
七
九
）



　
　
　
女
性
犯
罪
．
と
荊
の
量
定
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
八
八
○
）

に
で
あ
ろ
う
が
？
　
そ
れ
と
も
行
為
者
の
性
別
の
如
何
に
よ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
巻
正
当
な
責
任
評
価
な
の
で
あ
ろ
う

か
？
　
を
さ
ぐ
る
た
め
、
筆
者
が
昭
和
四
一
年
中
に
全
国
五
ヵ
所
の
女
子
の
刑
事
施
設
（
札
幌
刑
務
所
女
区
お
よ
び
栃
木
、
笠
松
、
和
歌
山
、
麓
の
四

刑
務
所
）
に
収
容
さ
れ
て
い
る
全
収
容
者
に
つ
い
て
行
な
つ
た
調
査
、
な
ら
び
に
、
昭
和
三
六
年
か
ら
四
〇
年
ま
で
の
五
年
間
に
、
東
京
地
裁
で
、

殺
人
、
放
火
、
窃
盗
、
詐
欺
の
罪
名
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
女
性
被
告
人
の
判
決
謄
本
に
よ
る
量
刑
調
査
を
も
と
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
殺
人
罪
は
、
犯
罪
そ
の
も
の
と
し
て
重
大
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
女
性
犯
罪
み
中
で
は
、
後
述
の
よ
5
に
、
と
く
に
比
率
の
う
え
で
男

性
を
大
き
く
上
ま
わ
る
と
い
う
意
味
で
二
重
の
重
要
性
を
も
ち
、
し
か
も
殺
人
罪
の
量
刑
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
実
証
的
な
研
究
が

　
　
　
　
　
　
（
賂
）

発
表
さ
れ
て
い
て
、
男
女
比
を
見
る
上
に
も
比
較
的
資
料
が
そ
ろ
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
は
さ
し
あ
た
つ
て
女
性
殺
人
犯
に
対
す

る
量
刑
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
し
た
。

　
（
1
3
）
　
前
注
（
1
1
）
に
列
挙
さ
れ
た
わ
が
国
の
論
考
の
中
で
、
こ
の
点
に
っ
ぎ
明
確
に
論
及
さ
れ
て
い
る
の
は
．
出
射
検
事
の
前
掲
論
文
九
頁
以
下
。

　
（
14
）
　
出
射
・
前
掲
論
文
九
頁
。
な
お
入
江
・
前
掲
「
殺
人
の
罪
に
関
す
る
量
刑
資
料
上
」
八
八
頁
参
照
。

　
（
15
）
　
前
注
（
1
1
）
参
照
。

互

噌
　
な
に
ほ
ど
か
の
程
度
の
差
は
あ
れ
、
女
性
犯
罪
の
特
色
の
最
た
る
も
の
は
そ
の
稀
少
性
に
あ
る
こ
と
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
多
く
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

摘
を
う
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
稀
少
性
は
、
女
性
犯
罪
の
実
態
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
統
計
上
の
差
は
、
女
性
特
有
の
欺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

隔
性
、
狡
猜
性
と
被
保
護
性
に
あ
る
と
一
般
に
云
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
私
の
知
る
限
り
は
、
こ
れ
を
論

証
す
る
に
足
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
．

　
ま
ず
、
昭
和
三
六
年
～
四
〇
年
の
最
近
五
ケ
年
間
の
刑
法
犯
通
常
第
一
審
事
件
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
男
女
別
被
告
人
の
数
は
、
表
ー
1
の
通

り
で
あ
る
．



表一2　刑の執行を受けた男女別数

轟
表一1　男女別通常第一審有罪者数

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
ご

。年　　度

男
女
｛年

一
3
6

男
女
｛年37

男
女
｛年38

男
女
｛年39

男
女
｛【

年
40

死刑

28

1

n
乙
0

1

1
1

1

6
乙
0

1

6
、
0

1

懲　役

36，308

　815

34，567

　731

32，664

　702

30，761

　670

31，948

　711

727

　0

1，214

　　0

1，223

　　1

1．393

　　2

1，879

　　8

3乳・631

　816

35，793

　731

33，898

　704

32，166

　672

33，843

　719

年　　度

男
女
｛年36

男
女
｛年37

男
女
｛年38

男
女
｛年39

男
女
｛年40

を
し
女
率

子
と
男
比

女
1
た
の

1
，
数

　
総

　
罪

　
有

局
　
員

　
　
人

終
　
総

80，038

2，862

75，534

2，707

77，358

2，825

72，261

2，460

70，016

2，449

75，036

2，635

72，932

2，680

68，162

2，350

65，979

2，323

70，954

2，517

2719

　1

2712

、1

一2910

　1

2814

　1

2812

　1

司法統計年報刑事編昭和36～40年による。　　　　司法統計年報刑事編昭和36～40年によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　表一3　住民登録男女別人口

九
　
（
八
八
一
）

年 度

数
人

　
本

総
日
｛年36

数
人

　
本

総
日
｛年37

・す年｛替本整

数
人

　
本

総
日
｛年39

・・年｛替本整

男

46，304，000

（46，001，000）

46，744，000

（46，439，000）

47，230，000

（46，920，000）

47，744，000

（47，428，000）

48，244，000

（47，928，000）

女 ム
・ 計

4宅98俳…

（47・718・000）、

48，434，000

（48，165，000）

48，925，000

（48，650，000）

49，443，000

（49』160，000）

50，031，000

（49，753，000）

94，285，000

（93，719，000）

95，178，000

（94，604，000）

96・156・ooq

（95，570，000）

9宅18◎O曾O

（96，589，000）

98，275，000

（97，681，000）

総理府統計局全国年令別人口の推計による。



女
性
犯
罪
と
刑
む
量
定
（
一
）

表一4　戦前，戦中の男女別第一審

　　有罪被告人数（刑法犯のみ）

年　劇勇1女
6，155

5，792

5，843

4）945

5，352

5，769

5，928

6，3721

5，434－

6，864

（6，Q69）

　5，619

116，175

115．870

115，028

105，938

105，405

　　99，056

106，025

109，615

　95，530

118，558

（1Q5，756）

昭和9年

　10年
　11年
　12年
　13年
　14年
　15年
　16年
　17年
　18年
（14』18年の

5年間の平均

146．88021年3月～22年2月

団藤・「女性犯罪の一考察」一とくに戦

争の影響についてr犯罪と医学2号66
頁第1表による。

表一5　第一審有罪被告人の男女比

男女の比
女子1人に対
する男子の数平一均年次

91．7－8．3

9Q．8－9．2

90．8－9．2

91．3－8．7

92．6－7．4

90．8－9．2

11．1

9．8

9．8

10．4

12．5

9．8

明治15～19年

　　　20～24

　　　25～29

　　　30～34

　　　35～39

　　　40～44

91．4－8．6

92．5－7．5

93　7．01

10．5

12．3

13．2

汰正元～5
　　　6～10

　　■1～15

94．2－5．8

95．2－4．8

94．6－5．4

99　1．0

99　1．0

97．4－2．6

16．2

19．8

17．4

32．3

32．7

28。1

昭和2～6
　　　　9～13

　　　14～18

　　　26～30

　　　31～35

　　　36～40

1．昭和6年までは木村・「婦人犯罪と1

び家族制度」240頁及び小野・近藤・「コ

罪現象の統計的観察」9～10頁による。

2．昭和9～18年は表一4による。

3．昭和26年以降は司法統計年報による

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
（
八
八
二
）

　
こ
の
中
、
現
実
に
死
刑
お
よ
び
自
由
刑
（
懲
役
と
禁
鋼
）
の
執

行
を
受
け
た
男
女
別
数
は
、
表
ー
2
の
通
り
で
あ
る
（
右
の
他

に
略
式
又
は
即
決
裁
判
に
お
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
る
者
が
あ
り
、
こ

の
方
が
数
の
上
で
は
遙
か
に
多
い
が
、
統
計
上
男
女
比
が
正
確
に
把
え

難
い
こ
と
、
何
と
い
つ
て
も
代
表
的
な
犯
罪
群
は
通
常
第
一
審
事
件
で

あ
る
こ
と
を
考
え
て
、
本
稿
で
は
刑
法
犯
通
常
第
一
審
事
件
を
対
象
と

し
、
略
式
お
よ
び
即
決
事
件
は
一
応
対
象
外
と
し
た
）
。

　
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
昭
和
三
六
～
四
〇
年
の
統
計
を
基
礎

と
す
る
が
、
右
に
対
応
す
る
年
度
の
わ
が
国
の
住
民
登
録
男
女

及
犯
　
　
　
　
　
別
人
口
は
、
表
1
3
の
示
す
通
り
、
各
年
次

姻
性

婚
女
　
　
　
　
。

　
　
　
O

と
も
女
子
の
人
口
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
か

．
ら
、
女
性
の
通
常
第
一
審
有
罪
者
な
ら
び
に

受
刑
者
は
、
男
女
の
人
口
比
に
く
ら
べ
て
、

極
端
に
低
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
れ
は
、
何
れ
も
最
近
の
五
年
間
に
特

有
で
は
な
く
、
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
に
共
通

で
あ
る
（
表
1
4
参
照
）
。

　
ま
た
、
や
や
遡
つ
て
男
女
犯
罪
人
の
比
率



表一6（イギリス）1938年，1954㌣1962年の

　　　10年間におけるイングランドとウェー
　　　ルズで起訴しうる犯罪のため有罪宣告

　　　を受けた男女別人員（少年を含む）

　　　　　　　（カッコ内は21歳以上の者の数）

計総女男年度

　78，463
　（38，896）

106，371
　（59，565）

107，446
　（58，852）

115，874
　（61，877）

130，920
　（66，792）

146，714
（71，156）

153，190
　（75，427）

163，482
　（78，351）

182，217
　（87，073）

203，775一
（102，200）

　9，784
（6，717）

14，368
（9，484）

14，017
（9，356）

13，920
（9，190）

14，992
（9，672）

17，380
（10，822）

17，456
（10，963）

19，617
（11，925）

23，500
（14，157）

27，708
（17，488）

68，679
（32，179）

92，003
（50，081）

93，429
（49，496）

101，954
（52穿687）

115，928
（57，120）

129，334
（60，334）

135，734
（64，464）

143，865
（66，426）

158，717
（72，916）

176，067
（84，712）

1938

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Home　Omce，Criminal　Statistics．Englan（l　and

Wales，1962による。

　表一7（イギリス）　Assize＄and　Quarter

　　　　Sessionsにおいて有罪宣告を受けた

　　　　男女別人員および男女比

女子を1
年　度 総　数 男。 女 とした男

女の比率「

1959 29，601 28，552 1，049 27．2：1

1960 27，830 26，903 927 29，0：1

1961 31，283 30，175 1，108 27．2：1・

1962 29，570 28，478 1，092 26，1：1

1963 22，267 21，359 908 23，5：1

1964 24，369 23，200 1，169 19，8：1，

1965 26，864 25，586 1，278 20，0：1

Home　Omce，Criminal　Statistics，England　and

Wales，1959～1965による。

を
求
め
る
（
但
し
昭
和
一
八
年
ま
で
は
刑
法
犯
の
み
に
関
す
る
第
一
審
有
罪
被
告
人
、
昭
和
二
六
年
以
降
は
刑
法
犯
通
常
第
一
、
審
有
罪
被
告
人
の
数
を
標
準
と
す

る
）
と
、
表
ー
5
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
犯
罪
人
の
少
な
い
こ
と
は
．
わ
が
国
に
特
殊
な
現
象
で
は
な
く
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

諸
外
国
と
も
共
通
で
あ
る
（
表
ー
6
～
1
3
参
照
）
．

　
以
上
の
統
計
表
に
あ
ら
わ
れ
た
男
女
別
有
罪
者
数
の
不
均
衡
、
女
性
犯
罪
の
稀
少
性
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
世
界
人
口
に
お
け
る
男

女
の
人
口
比
を
思
う
時
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
際
だ
つ
た
こ
と
ど
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
こ
の
よ
う
に
女
性
犯
罪
の
少
な
い
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
実
に
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
学
説
の
大
要
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

す
で
に
小
野
ー
近
藤
・
木
村
・
出
射
上
二
田
各
氏
の
前
掲
論
文
、
、
ポ
ラ
ッ
ク
の
前
掲
書
等
に
紹
介
さ
れ
ご
い
る
し
、
本
稿
で
は
、
そ
の
究
明
を
直

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
（
八
八
三
）



　
　
　
女
性
狙
罪
煮
剥
の
壁
完
く
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
八
八
西
）

接
の
任
務
と
は
し
で
い
な
い
9
で
．
詳
細
は
と
熟
を
省
驚
す
る
が
、
諸
説
は
㍗
ま
ず
噛

大
別
む
て
．
犯
罪
統
計
に
あ
ら
わ
れ
た
男
女
の
数
量
的
差

異
を
一
応
承
認
し
た
上
で
女
性
犯
罪
の
稀
少
性
の
理
由
を
考
慮
す
る
立
場
と
、
女
性
犯
罪
に
関
す
る
犯
罪
統
計
の
不
正
確
さ
を
分
析
し
て
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
の
蓋
然
性
に
お
い
て
、
男
女
と
も
同
じ
様
に
罪
を
犯
す
と
す
る
立
場
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
者
は
、
道
徳
的
に
女
性
の
方
が
優
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
（
飢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

い
う
素
朴
な
立
場
か
ら
、
も
つ
ば
ら
、
社
会
的
な
条
俳
に
重
点
を
お
く
も
の
、
生
物
学
的
、
（
生
理
的
．
心
理
的
）
要
因
と
社
会
的
要
因
と
の
相
互
作

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

用
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、
．
観
点
を
か
え
て
、
量
的
差
異
を
一
応
は
認
め
な
が
ら
も
、
女
性
犯
罪
の
問
題
は
、
数
量
の
点
に
で
は
な

く
、
両
性
の
犯
罪
行
為
の
パ
タ
ー
ン
の
質
的
差
異
お
よ
び
行
為
の
こ
の
異
な
つ
た
タ
イ
プ
に
関
連
す
る
原
因
（
。
窪
器
馨
Φ
嘗
§
¢
）
の
中
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

出
さ
れ
る
と
す
る
も
の
、
ま
た
、
数
量
と
質
の
問
題
を
組
み
合
わ
せ
て
、
婦
人
の
体
力
的
、
生
理
的
、
感
覚
的
な
特
徴
に
お
け
る
変
化
の
少
な
い

　表一8（ドイツ）重罪及び軽罪（道路交通違反
　　　　の軽罪を除く）

（a）男女別有罪総人員

　　　　　　　　　　　　　　女子を1総数に対
年度　男子総数　女子総数　とした男する女子

　　　　　　　　　　　　　　女の比率の％

15．2％

15．9

16．0

16．1

16．1

¶
⊥
　
　
ー
二
　
　
④
⊥
　
　
－
　
　
¶
二

6
　
　
3
　
　
3
　
　
2
　
　
ウ
臼

巳
　
5
。
　
巳
　
巳
　
巳

50，231

51，080

49，413

50，269

46．963

280，724

270，406

259，855

263，094

244．1，91

1961

1962

1963

1964

1965

対
子

に
女

数
る
％

総
す
の

（b）21歳以上の男女別有罪△員　、

　　　　　　　　　　　　　女子を1
年度　　男子、　　女子　　とした男

　　　　　　　　　　　　　女の比率

17．2％

17．8

17．6

17．7

17．8

4．8：1

4．6：1

4．6：1

4．6：1

4．6：1

42，936

43，832

42，586

43，637

40．960

206，599

202，751

198，022

202，331

奔88・687

1961

1962

1963

1964

1965

Bevδ1kerung　und　Kultur，Reihe9，R㏄htspflege，1963，

1965年版による。

表一9騙認別鷲裁判所で有罪判決を

年度男子総数女子総磁灘剰

1938　838　117名2：到122％
6．8

8．9

6．2

9．9

4．9

6．9

8．4

6．5

7．6

6．6

7．6

13．9：1

11．3：1

1
よ
　
　
ー
　
　
¶
『
一
　
1
　
　
1
　
　
「
⊥
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

生
　
q
…
3
　
3
ず
α
　
生
　
3

1
　
　
　
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

14．0：1

12．1：1

151

159

78

105

74

65

77

60

74

86

02
　
1

2，093

1，798

1，161

　952

　998
　900

　837
　874
　964
1，202

1．239

1948

1950

1953

1956

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

C6mpte　g6n6ral　de1’Administration　de　la　Justice
¢riminelle　et　de　la　Justice　civile　et　commerciale．

Ann6e1961，1964による。



表一10（アメひカ）FBI・指紋記録に反映した

　　　　　　　　1940～1947年のアメリカに

　　　　　　　　おける逮捕者の性別分布

年次 合　　計 男　　子 女　　子
女子を1と
した男女の
比率

1940 609，013 557，063 51，950 10，7：1

1941 630，568 572，769 57，799 9，9：1

1942 585，988 515，635 70，353 7，3：1

1943 490，764 411，642 79，122 5，2：1

1944 488，979 405，379 83，600 4，8：1

1945 543，852 459，708 84，144 5．5：1

1946 645，431 576，689 68，742 8，4：1

1947 734，041 658，650 75，391 8．7ゴ1

Pollak，op．cit．，p．64，T＆ble7亭こもと》づく。

届
出
の
あ
つ
た
も
の
だ
け
で
、
昭
和
三
七
年
に
お
い
て
は
約
九
七
万
五
〇
〇
〇
件
、

対
し
て
、
暗
数
を
含
め
る
と
、
ほ
ぼ
届
出
数
の
倍
と
云
わ
れ
る
．

　
　
　
（
3
0
）

い
で
あ
る
。
優
生
保
護
法
の
よ
う
な
堕
胎
に
つ
い
て
の
広
汎
な
正
当
化
規
定
を
も
た
な
い
ド
イ
ッ
の
堕
胎
罪
ど
わ
が
国
の
そ
れ
と
は
同
一
に
論
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
や
　
　
　
ち

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
優
生
保
護
法
の
適
用
じ
た
い
、
か
な
リ
ル
ー
ズ
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
が
国
で
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
暗
数
は

一
対
一
〇
〇
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
巷
間
伝
え
ら
れ
る
一
対
一
程
度
に
止
ま
ら
ず
、
も
う
少
し
こ
れ
を
上
ま
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

か
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
昭
和
ご
七
～
四
〇
年
に
堕
胎
罪
の
第
一
審
有
罪
男
女
別
人
員
は
表
ー
1
4
の
通
り
で
あ
る
。
表
1
1
5
、
、
1
6
と
比
較
し

て
い
か
に
減
少
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
厨
時
に
極
端
な
実
数
と
の
距
離
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
．
す
れ
は
比
較
的
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
y
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ

　
　
（
八
八
五
）

こ
と
．
こ
と
に
女
性
の
場
合
は
、
犯
罪
の
代
り
に
売
淫
が
行
な
わ
れ
る
か
ら
と
す
る

　
　
（
お
）

も
の
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
．
い
ず
れ
も
一
理
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

が
十
分
で
は
な
く
、
併
行
的
な
い
し
は
統
合
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

　
リ
ー
ル
い
8
冨
の
よ
ヶ
に
「
す
べ
て
の
蓋
然
性
に
お
い
て
男
性
も
女
性
も
同
じ

よ
う
に
罪
を
犯
す
」
と
す
る
の
は
極
端
と
し
て
も
、
女
性
犯
罪
に
関
す
る
統
計
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貿
）

い
て
は
、
男
子
の
犯
罪
統
計
と
は
同
じ
標
準
で
は
考
え
ら
れ
な
い
程
、
過
少
に
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
こ
に
「
女
性
犯
罪
の
仮
面
性
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

う
こ
と
も
云
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
女
性
特
有
の
犯
罪
の
一
つ
と
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

れ
る
堕
胎
罪
の
暗
数
の
高
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
応
正
当
な
指
摘
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
実
質
的
に
は
そ
の
大
部
分
が
堕
胎
罪
を
構
成
す
る
で
あ

ろ
う
人
工
妊
娠
中
絶
は
、
厚
生
白
書
に
よ
れ
ぽ
、
優
生
保
護
法
の
適
用
あ
り
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
三
八
年
に
は
約
九
五
万
五
〇
〇
〇
件
で
あ
る
。
こ
れ
に

　
　
か
つ
て
ド
イ
ッ
の
マ
イ
ヤ
ー
は
、
堕
胎
罪
の
暗
数
を
一
対
一
〇
〇
と
見
た
く
ら



おける第一審有罪判深を、うけた者の罪名別男女別人員

犯　　　　罪　　　　名
’
性
別

1956 1957 1958 196Q 1961

18　個人の自由に対する罪

19生　命　に　対　す　る　罪

　　嬰　　児　　殺（290）

男
女
男
女
男
女

204
31

272

一
一

189
24

25

3
一
｛

　199
　14
∫　　30

　10
　｝　　2

278
19

25

3
｝
｝

243
25

27

4
↑
一

20暴　 行　 罪男
　　　　　　　　女
　　　　　　　　…男孝　過失致死罪又は過失傷害罪 女

22　窃盗罪及び耕野地犯罪（畑泥　男

　棒）　　　　　　女
　　　　　　　　男23恐喝及び強要罪　　　　　　　　女
、24横　領　罪婁
　　　　　　　　男25詐　　欺　　罪　　　　　　　　女
26　債権者又は権利者の権利侵害　男

　　　　　　　　．女
　　　　　　　　男27器物損壊又ぱ殿損　　　　　　　　汐
　　　　　　　　男28、漬　 職　 罪女

29航海中の犯罪男　　　　　　　　女
　　　　　　　　『男30犯　罪　庇　護　　　　　　　　女
31　公共の秩序に関する違警罪　男

　　　　　　　　女

55
11

038

76
83

261

00
84

36
69

9
2
6
4
1
4
5

0
1
2

2
一
4
4
7
4
9
1
9

4
6
　
1
　
　
4
3
　
　
　
　
8
1
　
5
　
　
　
　
　
1
1
　
　
　
　
　
　
1
1

3
　
　
　
　
　
　

7
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

3，675　　　3，748　　　4，174　　　3，933

607　1550　556　492
86　　　　　ψ74　　　　　83　　　　　　75

　8　　2　　8　　4
8，101－　8，468　　　8，071　　　8，371

1，410　　　1，506　　　1，643　　　1，847

26　　　　　　26　　　　　　28　　　　　　49

　2　． 2　－　 4
1』706　1，683 1，485　1，3a7

・97・171　258　3叩
506　　　　　565　　　　　521　　　　457

105　　95．　109　　88

17　16　15　16
一　一　一　ユ

1，230　　　1，264　　　1，394　　・1，541

104　　　　　106　　　　　101．　　　　104

48　　　　　　30　　　　　　42　　　　　　47

　1　 －　　2　 －

34　　　　　　40　　　　　　22　　　　　　14

1，116　　　1，103　　　1，101　　　1，084

155　　　　　182　　　　　152　　　　　138

77　95　88－、51
　9　　9　　7　　5

女
性
…
犯
罪
と
、
刑
㊧
量
定
，
（
一
）

計 1男　21，609
女　3，749

22，197

3，779

22，883　　23，320　　22，878
3，704　　　3，881　　　3，867

　1
　1　　1－

四
　
　
　
（
八
八
六
）



表一11（オランダ）　1956～1961年（但し1959年欠）の5年間に

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

五
　
　
　
（
八
八
七
）

犯　　罪　　名

1　戦時中の不適法な失踪

2　国家の安全に対する罪

3　王室の尊厳に対する罪

　親交国の元首及び代表者に対
4する罪

　国の義務及び権利の行使に関5　する罪

6　公共の秩序に対する罪

　人及び物の一般的な安全を危一7

　険にする罪

8国家権力に対する罪

9偽　　証　　罪
r
1
0
通
貨
偽

造罪
11　印章・記号並びに印紙偽造罪

12文　書　偽　造　罪

13身分に対する罪

14風俗に対する罪

15要保護者遺棄
16名　誉　穀　損　罪

17秘密を侵す罪

性
別

男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女
　
男
女

1956 1957

1
2
一
6
1
　
二
　
二
69
2
9
研
1
5
3
2
5
9
妬
1
7
二
3
｝
3
3
4
6
6
2
0
6
8

4
4
2
6
9
0
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
1
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
1
　
　
　
　
6
1
　
　
　
　
8
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

5

385

1958

45

04
20

86
56

24
23

　
二
　
3
3
1
6
61
3
一
2
0
3
6
4
6
4
69
0
6

　
　
1
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
1
　
　
　
　
5
1
　
　
　
　
9
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

1960

2
11

1

482
37

16

9
5
2
4
4
3

7
1
6
　
二
　
8
一
5
0
6
9
2
1
8
1
3
7
4
4
5
7
0
3
8

1
7
　
　
　
6
1
　
5
1
　
8
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

2

553
「18

133
12

1961

09
59

34
171

一
　
一
1
6
2
7
6
2
1
3
4
3

6
5
1
一
　
1
2
0
3

8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
1
　
　
　
　
　
　
7
1
　
　
　
　
　
　
9
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

到
一
　
一
日
i
「
刊
，
9
0
2
2
f
働
7
5
8
5
2
41
1
6
4
一
3
一
2
4
姐
　
二
　
2
0
0
1
4
3
4
5
6
1
2
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

Centraal　Bureau　Voor　De　Statistiek，Criminele　statistiek，1956～1961（欠1959）による。



表一12（スウェーデン）　1937～1942年スウェーデンの重罪に対

　　　する男女別有罪人員．男女比

年　次

1937

1938

1939

1940

1941

1942

男　　子

　（人）

5，559

5，985

6，847

6，779

8，510

10，986

指数

100

108

123

122

154

198

女　　子

人
8

（
A
ソ

　
4

533

510

658

1，114

1，559

指数

100

107

102

132

224

313

女子を1と
した男女の
比率

11．2：1

11．2：1

13．4：1

10．3：1

7．6：1

10牝

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

Pollak，op。ci軌，p．68，Table11にもとづく。表に明らかなように，

1937年の指数を100とすると，1941年の男子は154，1942年の男子

は198にとどまるのに対して女子は224，313とはるかに大きな指数を

示しているのが注目される。なおポラヅクの表はSveriges　omciella

S捻tistik　Rδttsv銭sen，Brottsligheten．Av．Statistika　Centralbyran，

1937～42によつたとある。

表一13（デンマーク）1937～1943年デンマークにおける刑事

　　　犯に対する男女別有罪人員，男女比

女子を1と
年　次 男　　子 指数 女　　子 指数 した男女の

比率
（人） 曳人）

1937 5，614 100 520 100 10，8：1

1938 5，426 97 576 111 9，4：1

1939 5366 96 548 105 98・1

ユ940

1941

1942

1943

5．646　　　101

7，986　　　142

10，767　　　192

12，011　　　214

654　　126

1，069　　　206

1，698　　　326

2，097　　　403

8．6：1

7．5；1

6．3：1

5．7：1

Pollak．op．cit．，p・68．Table12にもとづく。ポラックの表は

Danmarks　Statistik，Statistike　Meddelelser　Kriminal　Statistik，

K：φbenhavn．1933～43によつたとある。ここでも41年以後の女子の

飛躍的増加が注目される。

占ノ、

（
八
八
八
）



る
堕
胎
罪
の
有
罪
判
決
数
（
表
ー
1
7
）
と
比
較
す
る
と
き
、
な
お
そ
の
印
象
が
強
く
、
わ
が
国
に
お
け
る
堕
胎
罪
の
存
在
理
由
と
優
生
保
護
法
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
ト
　
ヤ
　
　
ち

義
を
再
考
す
べ
ぎ
必
要
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
堕
胎
罪
の
暗
数
は
マ
イ
ヤ
ー
の
指
数
と
も
比
較

で
き
な
い
ほ
ど
彪
大
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
実
数
を
計
上
す
る
な
ら
ば
、
女
性
犯
罪
は
一
挙
に
そ
の
数
量
を
加
え
て
、
「
女
性
犯
罪
の
稀

少
性
」
は
全
く
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
．

　
た
だ
、
堕
胎
は
、
今
日
で
は
懐
胎
の
婦
女
（
刑
迭
二
二
条
）
自
身
だ
け
で
、
な
い
し
は
産
婆
、
助
産
婦
と
い
つ
た
女
性
の
共
犯
を
得
て
犯
さ
れ

る
、
と
い
う
よ
り
は
、
産
婦
人
科
医
（
そ
の
多
く
は
男
子
）
の
手
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
場
合
の
方
が
圧
倒
的
多
数
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
堕
胎
罪
の
暗

数
は
女
性
だ
け
の
も
の
と
も
云
え
な
い
が
、
医
師
等
は
、
業
と
し
て
繰
り
返
し
行
な
う
場
合
が
多
い
か
ら
、
男
子
の
実
数
は
女
子
の
そ
れ
を
遙
か

に
下
ま
わ
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
堕
胎
罪
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
も
．
女
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
統
計
上
示
き
れ
る
数
値
が
実
数
を
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

少
に
あ
ら
わ
す
と
の
指
摘
は
、
一
応
否
定
で
き
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
女
子
は
裁
判
上
寛
大
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘

表一14　堕胎罪第一審有罪人員

子女

4
2
2
1
3
1
3
　
一
　
一
1
　
『
2
　
一
　
一

1

昏
’
』

子男

11

5
　
5
　
4
1
4
　
1
2
1
2
　
一
5
3
1

計
・
合

15

7
7
5
4
　
5
　
4
2
1
3
　
一
7
　
3
1

次
”

年

年7
　
8
　
9
0
　
1
　
2
　
3
　
4
　
5
　
6
　
7
　
8
．
9
　
0

2
　
2
　
2
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
，
3
　
3
　
3
4

和昭

女
櫨
犯
罪
と
綱
の
量
定
、
谷
｝
）

司法統計年報昭和27～40年による

表一15堕胎罪第一審
　　　肴罪人員

奪次・ 合、計 男　子 女　子

大正．
・7㍗13年

（平均〉・

334 74閣 260

’昭和，

7～11年
’（平均）

209

，昭和・

20．9べ』’

　　21．8
42． 男女蜘不詳

21乙3～

　　22．2
35 18 17

単
七

エ・大正7～13年の統計は小野・前掲書

21頁第5表による。

2．昭和のものは団藤・「戦後の犯罪現

象e」法協65巻2号44頁第8表と同・

「女性犯罪の一考察一とくに戦争の影

響についてr69頁第3表による。

（
八
八
九
）



表一16　堕胎罪の罰条別第一審有罪人員

（明治42～昭和15年）

婦女堕胎 嘱託堕胎 嘱託堕胎 業務上堕胎
年　　次 致死傷 合　計

212条 213条前段 213条後段 214条
明治42年 324 162 18 31 535

43 435 206 15 24 680

44 367 187 9 31 594

45 383 201 10 40 634

大正2 386 209 16 41 652

3 345 222 10 26 603

4 342 150 10 30 532

5 358 144 10 29 541

6 338 178 2 27 545

7 382 153 5 20 560

8 240 131 G ’24 395

9 196 94 1 13 304

10 205 110 5 17 337，

11 169 92 2 22 285

12 141 82 3 29 255

13 146 53 4 13 216

14 106 51 0 14 171

15 319 95 3 28 445

昭和2 198 70 0 39 307

3 124 57 2 8 191

4 93 59 2 15 169

5 97 60 4 17 178

6 126 78 8 11 223

一7 52 51 4 12 119

8 56 64 6 17 143

9 169 84 1 25 279

10 112 99 8 28 247

11 145 67　． 5 34 251

12 74 35 2 15 126

13 56 26 4 17 103『
14 129 41 0 18 188

15 65 32 2 20 119

「量刑の変遷に関する統計」刑事裁判資料第59号81～84頁による。

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

八

（
八
九
〇
）



女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

九

表舶17　ドイツにおける最近6年間の堕胎罪有罪人員

罪名 年次
総 数 21歳 以一上 18歳

21歳未
以

終　局 有　罪 終　局 有罪 終　局 有
総人員 人　員 総人員 人　員 総人員 人

1960． 843 761 637， 585 151

（a）
1961 903 824 644 590 197

自己 1962 700 629 476 430 182

堕胎・ 1963 687 625 475 434 165

218条
1964 556 483 393 340 124

1項 1965， 435 382 319 285 79

（b） 1960 1，225
（495）

994
（397）

1，193
（484）

964
（386）

30
（9）

，他人

によ’
1961 1，214

（527）

1，030
（453）

1，140
（496）

969
（430）

71
（28）

る堕

，胎
1962 1，107

（448）

915
（377）

1，046
（422）

860
（353）

51
（21）

218条
3項

1963 1，030
（417）

884
（366）

978
（393）

841
（345）

49
（21）

（馨） 1964

1965

837
（363）

695
（274）

689
（312）

558
（232）

776
（337）

660
（260）

640
（290）

528
（220）

56
（23）

28
（10）

1960 2，068
（1，338）

1，755
（1，158〉

1，830
（1，121）

1，549
（971）

181
（160）

堕胎 1961
2，，117

（1，430）
1，854

（1，277）

1，784
（1，140）

1，559
（1，020）

268
（225）

罪総

数，
1962

閣1，807
（1，148）

1，544
（1，006）

1，522
（898）

1，290
（783）

233
（203）

（a＋b） 1963 1，717
（1，104）

1，509
（1，001）

1，453
（868）

1，275
く779）

214
（186）

（萎攣）磁
1，393
（919）

1，172
（795）

1，169
（730）

980
（630）

180
（147）

1965 1，130
（709）

940
（614）

979
（579）

813
（505）

107
（89）

胎
総
・

堕
罪
数

（a＋b）

（萎攣）

（274）　　　（232）　　　（260）

2，068
（1，338）

2，。117

（1，430）

閣1，807
（1，148）

1，717
（1，104）

1，393
　（919）

1，130
　（709）

1，755
（1，158〉

1，854
（1，277）

1，544
（1，006）

1，509
（1，001）

1，172
（795）

　940（614）

1，830
（1，121）

1，784
（1，140）

1．522
（898）

1，453
（868）

1，169
（730）

　979（579）

有罪
人員

129

181

161

150

110

67

　　　　　　28
　　　　　　（9）

　　　　　　　59
　　　　　　（21）

　　　　　　　46
　　　　　　（20）

　　　　　　　40
　　　　　　（18）

　　　　　　　45
　　　　　　（19）

　　　　　　　25
（220）　（10）　（9）

1，549
（971）

1，559
（1，020）

1，290
（783）

1，275
く779）

　980
（630）

　813（505）

181
（160）

268
（225）

233
（203）

214
（186）

180
（147）

107
（89）

157
（138）

240
（202）

207
（181）

190
（168）

155
（129）

92
（76）

の96

上
満

ヨ0
　
以
未

96
0
歳
歳

　
　
1
4
1
8

終局一有罪
総人員人員

55

62

42

47

39

37

　
）
　
　
　
）
　
　
　
）
　
　
　
）
　
　
　

）
　
　
　
）

2
2
3
3
0
5
3
3
5
3
7
4

　
（
　
　

（
　
「
⊥
（
　
　

（
　
　

（
　
　

（

57
（57）

65
（65）

52
（47）

50
（50）

44
（42）

44
（41）

47

53

38

41

33

30

　
）
　
　
　
￥
墨
ノ
　
　
　
）
　
　
　

）
　
　
　

）
　
　
　

）

2
2
2
2
9
4
3
3
4
3
5
3

　
（
　
　

（
　
　

（
　
　

（
　
　

（
　
　

（

49
（49）

55
（55）

47
（42）

44
（44）

37
（36）

35
（33）

（
八
九
嚇
）

Statistisches　Jahrbuch茄r　die　Bundesrepublik　Deutschland，1960～1965及びBevδ1kerung

und　K廿ltur，Reihe9，Rechtspfiege，1960～1965による。



女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
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一
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表一18　1881～1890年フ繁ンス

　　　陪審裁判所における無罪

　　　言渡の％

女
、

45

47

50

52

1男

25

25

　26

　28

年次平均

1881～1885

1886～1890

1891～1895

1896～1900

小野・近藤・前掲論文25頁による

表一19　1896～1900年茎言ンス、

　　　軽罪裁判所における無罪

　　　言渡の％

女男令年

5897576516歳以下

16～21歳

21歳以上

小野・近藤・前掲論文25頁による．

表一20　男女別酌量減軽率

bの尋に対する％

勇　1女
b酌量減軽人員

　％
5．28

5・弓餐

4．43

4．．51

』5，06

5．10

　％’

0．98

0．83

0．50

0．39

0．61

0．99

女

　　　人

　　455

　　486

　　291

　　268

　　315

　　311

男

　　　人

1，046

　845

　43Q

　288

　449

　770

a刑法犯有罪総人員

男　1女
次年

　　人
8，617

7，987

6，571

5，948

6，230

6．096

　　　　　人

107，076

101，415

85，356

74，518

74，102

77．787

5．04O．723546386，90886，709

大正　7　年

　　8
　　9
　　10
　　11
　　12
大正7～12年

6年間平均
小野・近藤・前掲論文26頁による。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
〈
八
九
二
）

も
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
ダ
ロ
ー
は
、
陪
審
員

が
女
性
に
寛
大
で
な
か
な
か
有
罪
に
し
な
い
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

に
女
性
犯
罪
が
少
な
い
の
だ
と
主
張
し
、
ボ
ン
ガ

ー
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
無
罪
言
渡
率
を
表
示
し

て
こ
れ
を
実
証
的
に
説
明
し
て
い
る
（
表
ー
1
8
、

19

参
照
移

　
統
計
上
は
、
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
ま

た
戦
前
・
戦
後
を
問
わ
ず
、
女
性
は
寛
大
に
取
扱

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
ま
ず
、
や
や

古
く
、
大
正
七
年
～
＝
一
年
の
六
年
問
に
お
け
る

刑
法
犯
有
罪
総
人
員
に
対
す
る
酌
量
減
軽
人
員
の

男
女
別
比
率
を
表
示
す
る
と
表
ー
2
0
の
通
り
で
あ

る
。　

こ
れ
に
対
し
最
近
の
男
女
別
起
訴
率
、
起
訴
猶

予
率
、
刑
の
執
行
猶
予
率
は
表
2
1
～
2
3
の
通
り
で

（
3
3
）

あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
統
計
数
値
嫡
形
式
的
に

こ
れ
を
操
作
す
る
こ
と
を
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ



表一21　検察庁における刑法犯既済事件の男女別起訴率

　および起訴猶予率　　　　　　　　　　　　　　（昭和36～40年）

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

年　次

　　滑

起訴・不起訴総数 起訴率（％） 起訴猶予率（％） その他の
不起訴率（％）

男　　子 女　　子 男　子 女　子 男　子 女　子 男子 女子

喀和36年

　　37

　　38

　　39

　　40

467，691

454，447

454，248

5β7，580

560，579

28，382

28，248

29，433

34，036

32，482

60．8

63．5

63．1

63．7

67．1

24．4

25．4

25．7

26．7

33．8

30．5

27．7

29．1

28．7

26．1

65．2

64．7

66．4

65．3

58．2

8．7

8．9

7．8

7．6

6．8

10．4

9．9

7．9

ao
8．O

1．検察統計年報昭和36～40年による。

2．　準刑法犯を含む。

3．性別不詳，中止，家庭裁判所送致および移送を除く。

表一22刑法犯通常第一審懲役・禁鋼言渡男女別総人員，

　執行猶予人員と執行猶予率　　　　　　　　　一（昭和36～40年）

次
A 磐役・禁銅総数

　　懲役・
B　　ち執行猶予

禁鋼総数のう 比　率
（昊×…）1、

年
男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　子 女　子

昭和36年 72，470 2，642 35，435、 1，827 48．9 69．1

37 70，007 2，697 35，439 1，871 50．6 69．4

38 65，414 2，282 31，537 1，579 48．2 69．2

39 63，275 2，258 31，121 1，586 49．2 70．2

40　， 68，038 2，422 34，211 1，703 50．2 70．3

司法統計年報昭和36～40年による。

表一23　刑法犯通常第一審懲役言渡男女別維人員，

　執行猶予人員と執行猶予率 （昭和36～40年）

（
八
九
三
）

、
年
　
　 次

A　懲　役　総　数 B　総数のうち執

男　　子 女　　子 男　　子 女

昭和36年

　　37

　　38

　　39

　　40

69，700

65，845

61，214

58，262

61，586

2，635

2，585

2，267

2，234

2，366

33，392

31，274

28，550

27，501

29，638

5年間の一
平　　均

63，321 2，417 30，071

子

1，820

1，854

1，565

1，564

1，655

1，692

比率（昊×100）

男子

47．9

47．5

46．6

47．2

48．1

47．5

女子

68．7

71．7

69．0

70．0

69．9

69．9

司法統計年報昭和36～40年による。



表一24　主要罪名別刑法犯の発生，検挙件数ど検挙率と検挙人員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和41年）

女
性
犯
罪
と
荊
の
量
定
濁
（
一
）

数 検挙率
　％

検挙人員
（実数） ％

　　件

608 66．1
，　　　人
740，055． 100．0

549 48．4 184，432 24．9

643 81．8 1，824 0．2

298 83．8 1，975 0．3

688 90．7
　　　　亀
22，075 3．0

419 88．9 18，968 2．6

668 96．1 8，012 1．1

124 96．6 2，278 0．3

424 93．8 74，222 10．O

169 95．2 45，352 6．1

258 95．1 8，210 1．1

225 86．2 700 0．1

146 99．5 308，731 41．7

997 94．2 63，276 8．6

検挙件

1，051，

　484，

　　1，

　　1，

3
　
広
　
名
　
a

6
　
　
2
　
　
ー
ム

55，

39，

　　6，

　　1，

297，

61，

％

100．Q

63‘0

　0．1

　0．1

　4．4

　1．7

　0．8

　0．1

　3．7

　2．6

　0．4

数
）

件
数
臼

生
実

発
（

　　　　　　　件

1，590，681

1，001，412

　　　2，009

　　　1，549’

　　70，226

27，454

13，180

2，198

59，080

41，132

6．583

　
　
数
盗
盗
姦

名
　
　
　
　
　
　
　
強

　
　
総
　
強
同

　
　
　
　
　
　
　
傷

　
　
犯
　
　
死

　
　
法
　
純
致

罪
　
　
　
　
　
　
　
盗

　
　
刑
窃
単
強

欺
喝
領
人

詐
恐
横
殺
傷害・同致死

暴　　行　4U32隆6
強姦・同致死傷　　　6，583　0。4

放　火1，4210．1業務上過失致死傷　　　298，590118．8

その他　6臥847匡2
昭和42年版犯罪白書18頁1－8表による

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
八
九
四
）

う
。
と
い
う
の
は
、
後
述
の
実
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
．

男
女
の
犯
罪
は
そ
の
性
格
的
・
体
力
的
な
差
異
か
ぢ
自
か
ら
動

機
、
犯
行
手
段
、
犯
行
の
様
式
を
異
に
し
、
客
観
的
に
見
て
も

女
性
犯
罪
の
場
合
、
情
状
酌
量
の
余
地
の
あ
る
場
合
が
多
い
か

ら
で
あ
る
．
ま
た
再
三
ふ
れ
た
よ
う
に
、
女
性
犯
罪
の
統
計
数

値
が
過
少
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
暗
数
の
高
い
こ
と
は
、
ポ
ラ

ッ
ク
の
い
う
よ
う
な
女
性
の
欺
騎
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
女

性
犯
罪
の
中
で
多
数
、
か
つ
重
要
な
地
位
を
占
め
る
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
堕
胎
が
、
性
質
上
秘
密
裡
に
行
な
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
う
え
、
人
口
政
策
的
見
地
か
ら
も
、
戦
後
は
極
め
て
ル

ー
ズ
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
．
そ
の
他
暗
数
の
高
い
も
の
と
し
て
よ
く
売
春
と
万
引
が

あ
げ
ら
れ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
処
罰
の
対
象
が
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
単
に
女
子
の
み
な
ら
ず
、

男
子
に
つ
い
て
も
窃
盗
の
検
挙
率
は
一
般
に
そ
う
高
く
な
く

（
窃
盗
の
検
挙
率
は
四
八
・
四
％
で
財
産
罪
中
最
低
、
表
ー
％
参
照
）
．

女
子
な
る
が
故
に
と
く
に
巧
妙
に
法
網
を
く
ぐ
る
と
の
非
難
は

当
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
僅
か
な
程
度
の
差
忙
す
ぎ
な
い
の
で
は
な



か
ろ
う
か
。

　
（
16
）
　
例
え
ば
小
野
清
一
郎
・
近
藤
英
明
・
「
女
性
犯
罪
現
象
の
統
計
的
観
察
」
法
学
協
会
雑
誌
四
五
巻
六
号
二
頁
（
通
巻
一
〇
一
〇
頁
）
以
下
（
昭
和
二
年
六
月
）
、
木
村

　
　
亀
二
・
「
婦
人
犯
罪
と
婚
姻
及
び
家
族
制
度
」
刑
事
政
策
の
基
礎
理
論
二
四
三
頁
（
昭
和
一
七
年
）
、
三
田
庸
子
・
「
婦
人
と
犯
罪
』
法
律
学
体
系
法
学
理
論
篇
鵬
七
頁
以

　
　
下
（
昭
和
二
五
年
）
、
小
野
清
一
郎
・
「
本
邦
犯
罪
現
象
の
認
識
ー
犯
罪
学
的
研
究
ド
」
』
二
頁
以
下
と
く
に
二
二
頁
（
昭
和
二
六
年
）
、
出
射
・
「
女
性
犯
罪
の
原
因
と

　
　
分
析
」
女
性
犯
罪
、
日
本
社
会
の
病
理
解
剖
3
．
二
七
頁
以
下
（
昭
和
二
七
年
）
、
O
器
琶
3
留
凶
三
。
孚
蓋
凶
犀
』
一
（
一
8
一
y
¢
8
㎝
（
小
野
・
近
藤
・
前
掲
論
文
二
頁
以

　
　
下
）
、
　
ご
。
冨
崔
罰
醤
砕
俸
閃
箪
嘗
妻
。
国
躍
寅
呂
り
♀
ぎ
冒
。
一
品
ざ
獣
ゲ
。
辞
一
〇
露
噛
b
緊
濾
噂
認
も
質
国
山
註
”
犀
の
客
ぎ
二
導
隻
や
U
。
嘉
崔
界
O
冨
器
①
ざ

　
　
ギ
ぎ
。
覧
雷
畠
9
ぜ
首
。
一
。
塁
矯
O
夢
。
脅
　
お
O
ρ
b
》
O
O
～
一
8
（
平
野
龍
一
．
所
一
彦
訳
「
犯
罪
の
原
因
（
刑
事
学
原
論
1
ご
九
〇
頁
以
下
）
、
9
ε
ぎ
影
ぎ
弓
ぎ

　
　
♀
ぎ
日
畳
蔓
9
≦
o
目
①
7
一
〇
㎝
ρ
窟
図
＜
（
広
瀬
勝
世
訳
「
女
性
の
犯
罪
」
（
昭
和
三
五
年
）
緒
論
）
、
な
お
、
ポ
ラ
ッ
ク
は
、
タ
フ
ト
（
初
版
）
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
（
三
版
）
の

　
　
他
に
妻
鑑
ψ
9
ρ
舅
8
匡
Φ
聲
♀
凶
舅
ぎ
亀
田
匿
ξ
9
》
8
を
も
あ
げ
て
い
る
ほ
か
、
最
後
に
魯
呂
目
導
望
9
冨
議
と
つ
け
加
え
て
い
る
（
弓
9
～
藁
一
乞
9
窃
一
）
。

　
　
　
な
お
、
わ
が
国
に
お
け
る
女
性
犯
罪
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
右
記
の
ほ
か
や
や
古
く
寺
田
精
一
・
「
掃
人
と
犯
罪
」
（
昭
和
六
年
）
が
あ
る
が
、
こ
の
分
野
で
の
画
期

　
　
的
研
究
と
し
て
は
広
瀬
勝
世
（
前
に
近
喰
姓
）
医
学
博
士
の
「
女
子
受
刑
者
の
精
神
医
学
的
研
究
」
精
神
神
経
学
雑
誌
五
四
巻
五
号
四
七
頁
以
下
（
一
九
五
二
年
一
二

　
　
月
）
、
同
・
「
女
子
殺
人
者
め
精
神
医
学
的
研
究
巳
精
神
神
経
学
雑
誌
六
〇
巻
一
二
号
六
四
頁
以
下
（
一
九
五
八
年
）
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
17
）
　
頃
。
一
蜀
〆
β
曾
f
b
マ
o
。
し
田
し
9
鴇
Φ
一
9
（
広
瀬
訳
・
一
六
三
頁
、
一
七
四
頁
等
）
。

　
（
18
）
　
や
や
古
い
資
料
と
し
で
は
P
＞
8
富
瀞
善
畦
騨
∪
器
く
霞
耳
。
魯
魯
β
注
置
琴
響
蚕
旨
℃
旨
ロ
僻
お
錺
噛
ω
。
踵
信
鉾
¢
お
O
野
国
や
爵
8
私
騨
Φ
導
辞
陥
曾
亀
o

　
　
図
匡
邑
召
一
¢
寅
鐵
。
・
試
ぎ
．
、
寓
。
暴
＄
8
ぼ
馨
鴎
母
凶
二
琶
鍔
一
冨
饗
ぎ
一
〇
讐
9
N
P
富
穿
叩
お
曽
り
¢
鴇
轟
”
男
8
。
α
器
き
ξ
男
頸
旨
一
富
塁
。
導
斜
．
、
国
導
儀
≦
穿
幹
Φ
菩
暮
ダ
担
紹
ω
℃

　
　
ぎ
目
酵
房
P
O
二
白
9
」
霰
O
即
麟
器
皿
導
傷
国
o
舅
a
δ
紹
お
目
り
》
冨
合
名
筥
帥
鉾
勘
＞
切
自
o
R
電
矯
O
践
賢
獣
毘
騨
網
§
島
響
8
0
舅
♂
Q
o
呂
憲
o
蓄
”
ご
一
9
サ
a
①
所
掲
の
統

　
　
計
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
木
村
・
前
掲
論
文
二
三
九
頁
以
下
．
小
野
・
近
藤
・
前
掲
論
文
嚇
四
頁
以
下
、
－
三
田
・
蘭
掲
書
七
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

　
　
を
参
照
さ
れ
え
い
。
本
稿
は
比
較
的
最
近
の
資
料
に
基
づ
き
、
作
成
し
た
英
・
独
・
仏
・
蘭
の
統
計
表
、
表
6
～
9
な
ら
び
に
表
U
と
、
ポ
ラ
ッ
ク
の
前
掲
書
に
よ
つ
て

　
　
知
り
え
た
表
憩
、
1
2
、
1
3
を
参
考
に
供
す
る
。

　
（
1
9
）

小
野
・
近
藤
・
前
掲
論
文
二
〇
頁
以
下
、
木
村
．
前
掲
論
文
二
四
三
頁
以
下
、
出
射
．
前
掲
論
文
二
七
頁
以
下
、
三
巴
．
前
掲
書
九
頁
、
　
層
9
ポ
〆
β
9
f
b
り

　
　
図
く
同
～
図
H
図
・
（
広
瀬
訳
・
緒
論
）

　
（
20
）
　
後
説
を
と
る
も
の
と
し
て
騨
冨
毘
9
．
、
U
Φ
冨
♀
ぎ
ぼ
聾
ぶ
号
・
望
図
。
。
・
一
．
、
＞
ぎ
窪
く
霧
d
．
＞
暮
窪
。
冨
一
。
笹
。
♀
ぎ
汐
色
9
図
図
＜
（
這
ぢ
y
b
マ
酵
辞
合
一
が
代

　
　
表
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
本
稿
は
ポ
ラ
既
ク
の
前
掲
書
の
引
用
に
よ
つ
た
。
℃
9
蜀
ぎ
β
9
ε
図
く
同
戸
図
図
一
（
広
瀬
訳
・
緒
論
皿
、
皿
頁
）

　
（
2
1
）
　
例
え
ば
ピ
呂
冨
b
さ
貰
ピ
Φ
O
ユ
跨
Φ
＄
蜀
零
宣
ゆ
一
〇〇
旨
堕
サ
曾
り
～
一
W
Φ
ぎ
ざ
、
．
国
o
目
毘
Φ
U
＆
溶
ま
ぎ
ざ
．
、
＞
3
7
’
蜜
＆
・
ざ
嘆
》
夷
o
暮
‘
図
自
（
這
結
）
一
b
マ

　
　
ω
～
8
．
9
0
。
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
22
）
・
同
じ
く
ポ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
円
蔓
く
導
魯
嶺
霞
ざ
き
、
、
弓
ぎ
閑
Φ
蜀
菖
象
P
鼠
婁
o
営
婁
ε
δ
ユ
彗
9
．
．
6
ぎ
勺
8
昌
導
望
帥
睾
8

　
　
　
　
女
性
犯
罪
と
荊
の
量
定
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ξ
　
　
　
（
八
九
五
）



女
挫
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

二
西

（
八
九
六
）

害
暮
葺
旨
峯
。
。
届
f
尋
㎝
も
｝
勲
層
Φ
還
畢
吋
多
。
犀
冒
Φ
榊
富
。
書
Φ
燃
，
、
9
琶
目
り
①
卑
葺
。
馨
し
。
輿
、
三
や
騨
博
の
β
一
一
。
づ
聾
．
、
q
Φ
塁
一
①
9
誉
毫
ξ
嘗

○
暴
昼
．
．
む
琴
琶
。
h
9
ぎ
ぎ
一
督
睾
導
仙
Q
は
葺
b
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一
。
鶏
｝
蚤
＜
一
一
（
お
ω
♀
§
一
摩
お
＠
2
憩
。
一
Φ
9
Φ

9
亙
導
巳
）
富
の
8
一
。
一
。
賢
o
層
冒
量
一
ρ
口
」
。σ
。。
。
堕

暑
。
年
も
。
蚕
．
釜
§
昼
、
．
ピ
彰
。
暴
。
o
昌
邑
邑
。
g
琶
一
。
、
．
ぢ
3
量
馨
釜
昼
8
図
（
δ
。
。
α
）
も
り
毯
喜
彗
Φ
屡
ピ
釜
輸
。
m
｝
豊
侮
講
。
白
。
旨
＆
琶
陣
。

＜

碧
U
。
Q
昌
三
霊
辟
鼻
U
Φ
り
く
ぎ
q
≦
（
「
女
性
の
犯
罪
性
に
関
す
る
研
究
の
た
め
の
寄
与
」
y
一
〇
。
濾
堕
す
鎗
し
Φ
導
田
ぎ
蕊
廿
芯
甘
隠
3
》
3
観
旨
Φ
山
霧
ω
震
聲
お
憲
一

》
ω
β
算
一
。
暮
Φ
密
毎
8
鯵
ヲ
球
a
馨
喜
璋
即
、
o
昌
邑
邑
邑
ρ
お
。
。
8
サ
一
。
。。
り
『
寄
鼠
言
＆
。
N
り
、
、
＜
畳
畳
一
冨
。
掌
冨
夢
図
出
即
一
一
。
。
鴎
♀
ぎ
ゆ
琶
尋
、
、
濤
。

ω
＆
。
一
。
讐
鋤
図
且
①
ぎ
図
図
一
図
（
這
ω
刈
）
｝
夢
蕊
～
一
。
p

（
23
）
　
例
え
ば
ピ
爵
Φ
O
≦
璽
男
岸
ρ
》
田
警
。
藁
卑
9
一
彗
Φ
貯
d
夷
一
窪
ρ
戸
冨
ま
堕
づ
。
認
8
Ω
8
夷
ω
器
o
富
劃
Ω
Φ
零
露
9
騨
β
盈
く
霞
ξ
8
ぎ
戸
ω
。
》
昌
一
●
｝
砕
ω
8

男
毘
ぎ
頴
毎
。
誤
尊
一
ピ
窃
周
霞
馨
㎎
国
。
喜
象
聲
一
8
。
。
も
や
。
9
一
。
一
唐
『
。
富
暮
9
ρ
国
琶
曇
∪
⑦
Q
践
巨
邑
ぎ
器
u
g
5
。
薯
」
逡
。
）
箸
謡
㎝
～
謡
。。
堕
g
9

（
泌
）
田
器
毎
。
。
ユ
。
噂
寄
一
巨
鍔
一
冨
蟹
琶
邑
ρ
p
》
魯
‘
一
。
。
9
砕
囑
全
国
毘
国
§
富
毒
り
g
Φ
評
網
魯
8
ぎ
募
。
ぎ
μ
＜
。
母
Φ
魯
Φ
ン
一
。
峯
ψ
ω
一
。。
噛
写
一
①
猛
魯

ぎ
b
崔
導
p
や
譲
Φ
陣
臣
。
ぎ
o
Φ
・
霞
即
。
一
。
駿
嘗
器
①
・
茸
山
串
一
鼠
邑
帥
藝
堕
、
、
＞
善
才
地
母
宰
鐘
Φ
爵
暮
α
Φ
毒
α
国
§
葺
蔑
。
匿
穿
婁
量
寧
圏
＜
（
一
8
。
。
y
ψ
8
鱒
～
器
一
．

（
2
5
）
　
胃
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
が
女
子
の
売
淫
を
男
子
の
犯
罪
と
同
価
値
の
も
の
と
考
え
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
O
酒
O
①
器
冨
　
零
讐
ぼ
畠
P
ピ
Φ
♀
ぎ
0
9
基
＄
＄

　
癖
琶
a
＄
圏
舞
し
8
3
す
鱒
鵠
（
9
ぎ
Φ
”
H
琶
9
塁
＄
き
伍
寄
筥
①
良
①
Ω
」
箪
ど
や
一
〇
。
㎝
y
ま
た
、
ポ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
近
時
、
ニ
チ
ェ
フ
ォ
ロ
が
売
淫
の
平
衡
的

　
効
果
に
つ
い
て
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
見
解
を
く
り
返
し
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。
b
。
一
一
坦
ぎ
β
。
F
図
H
〆
。
捨
≧
皆
a
。
蜜
。
Φ
ま
β
♀
ぎ
冒
。
一
轟
昼
》
彗
げ
陣
窪
ε
Φ

　
U
Φ
一
営
ρ
審
農
欝
一
総
ω
一
サ
刈
8
。

（
2
6
）
　
わ
が
国
に
お
け
る
主
張
は
概
ね
各
種
の
要
因
を
併
行
的
に
考
慮
す
る
。
例
え
ば
、
小
野
・
近
藤
・
前
掲
書
二
〇
頁
以
下
は
「
第
一
に
婦
人
の
体
質
、
性
格
か
ら
来
る

　
原
因
」
（
生
物
学
的
要
因
）
、
「
第
二
に
婦
人
の
社
会
上
の
地
位
の
関
係
」
（
社
会
的
要
因
〉
、
「
第
三
に
社
会
の
婦
人
に
対
す
る
態
度
」
（
社
会
的
要
因
）
を
あ
げ
、
木
村
亀
二

博
士
は
婦
人
犯
罪
の
男
子
犯
に
対
す
る
比
率
が
小
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
説
明
と
し
て
女
子
に
あ
つ
て
は
犯
罪
の
代
り
に
売
淫
が
行
な
わ
れ
る
か
ら

　
で
あ
る
と
す
る
ロ
ン
ブ
即
ー
ゾ
説
、
女
子
が
社
会
的
従
属
的
地
位
に
あ
つ
て
消
極
的
役
割
を
営
む
た
め
で
あ
る
と
し
た
ケ
ト
レ
ー
説
（
コ
ラ
ヤ
ン
ニ
ー
、
ホ
ェ
ー
ゲ
ル
も

　
同
旨
）
、
女
子
の
心
理
的
側
面
か
ら
婦
人
犯
罪
の
稀
少
性
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
コ
ッ
ペ
ン
フ
ェ
ル
ス
説
（
轟
ピ
国
。
琶
Φ
昌
。
量
9
0
国
践
且
壼
辟
鋒
念
り
写
鶏
ぎ

因
践
品
9
ド
8
9
¢
①
）
の
三
説
を
あ
げ
．
「
い
づ
れ
に
し
て
も
．
私
は
．
右
の
三
箇
の
学
説
に
依
つ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
要
素
が
拉
行
的
意
義
に
於
て
女
子
犯
罪
の
稀
少
性

　
を
決
定
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
さ
れ
る
（
木
村
・
前
掲
論
文
二
四
三
～
五
頁
）
。
ま
た
三
田
女
史
は
女
子
の
犯
罪
制
約
の
要
因
と
し
て
第
一

　
に
女
子
の
社
会
活
動
範
囲
が
狭
い
こ
と
（
社
会
的
要
因
）
、
第
二
に
女
子
の
体
質
（
生
物
学
的
要
因
）
、
第
三
に
ω
男
子
の
犯
罪
に
お
い
て
顕
著
な
動
機
を
な
す
飲
酒
が
、

女
子
に
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
、
＠
女
子
は
一
般
に
性
的
に
禁
慾
を
な
し
易
い
軽
と
、
の
女
子
に
は
母
性
愛
が
あ
り
、
た
ま
た
ま
子
故
の
犯
罪
も
あ
り
得
る
が
、
掛
し
て

犯
罪
を
制
約
す
る
面
が
多
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
ら
れ
る
（
三
田
・
前
掲
書
九
ー
一
一
頁
）
。

　
小
野
博
士
は
「
本
邦
犯
罪
現
象
の
認
識
」
に
お
い
て
、
「
女
性
犯
罪
の
僅
少
で
あ
る
原
因
は
、
何
よ
り
も
其
の
生
物
学
的
、
即
ち
生
理
的
・
心
理
的
基
礎
条
件
に
あ
る

　
で
あ
ろ
う
。
…
…
（
中
略
）
し
か
し
女
性
犯
罪
の
僅
少
は
単
に
生
物
学
的
な
条
件
に
因
る
の
で
は
な
い
。
婦
女
の
社
会
的
地
位
、
特
に
其
の
家
庭
生
活
を
主
と
す
る
点
が



考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
こ
と
自
体
そ
の
生
理
的
な
性
質
に
因
る
の
で
あ
る
が
）
。
な
ほ
女
性
の
道
徳
性
が
男
性
に
優
る
と
い
ふ
こ
と
も
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
一
般
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
万
事
慎
み
深
く
教
養
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
犯
罪
の
少
い
一
つ
の
原
因
で
あ
ら
う
」
と
し
て
生
物
学
的

基
礎
条
件
を
主
と
し
、
社
会
的
条
件
を
従
的
に
考
慮
さ
れ
る
が
、
社
会
的
条
件
の
中
で
も
と
く
に
、
「
我
が
邦
に
お
い
て
特
に
女
性
犯
罪
の
僅
少
で
あ
る
こ
と
は
日
本
女

性
の
伝
統
的
教
育
に
原
因
す
る
で
あ
ら
う
」
と
教
育
面
を
重
視
す
る
。
さ
ら
に
吉
益
脩
夫
博
士
は
犯
罪
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
生
物
学
的
、
心
理
的
要
素
に
重
点
を
お
雪
、

女
性
の
本
来
の
生
活
使
命
獄
子
を
産
み
、
育
て
る
こ
と
で
あ
り
、
男
性
の
そ
れ
は
、
家
族
の
生
活
を
維
持
し
、
国
民
の
生
活
権
を
擁
護
す
る
た
め
に
闘
う
こ
と
で
あ
る
。

従
つ
て
、
お
の
ず
か
ら
女
子
に
は
忍
耐
と
献
身
の
特
性
、
男
子
に
は
活
動
と
要
求
の
特
性
が
生
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
子
の
受
動
性
、
男
子
の
能
動
性
と
い
5
、
生
物
学

的
な
特
性
に
女
性
犯
罪
の
稀
少
性
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
（
「
犯
罪
心
理
学
」
一
一
三
頁
）
。

　
以
上
の
諸
説
は
何
れ
も
何
ら
か
の
意
味
で
生
物
学
的
条
件
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
間
に
あ
つ
て
出
射
検
事
は
「
男
性
で
あ
り
、
女
性
で
あ
る
こ
と
自

体
は
、
何
ら
犯
罪
の
原
因
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
女
性
の
生
物
学
的
又
は
心
理
的
特
長
は
、
犯
罪
の
態
様
の
説
明
に
は
役
立
つ
が
、
女
性
な
る
が
故
に
生
物
学
的
に
違

法
行
為
を
す
る
比
率
が
男
性
よ
り
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
理
由
の
説
明
に
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
否
定
的
で
あ
り
、
広
瀬
博
士
も
「
女
子
に
お
け
る
犯
罪
の

発
現
頻
度
が
男
性
に
比
し
て
少
い
こ
と
か
ら
、
男
女
に
お
け
る
犯
罪
性
の
性
差
異
に
つ
い
て
は
種
々
な
角
度
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
…
…
犯
罪
性
に
は
性
差
異
は
特

　
に
な
、
く
、
女
子
は
社
会
的
位
置
が
男
性
と
異
な
る
た
め
に
犯
罪
に
陥
る
機
会
が
す
く
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
前
掲
・
「
女
子

（
27
）
　
そ
も
そ
も
犯
罪
統
計
は
「
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
統
計
の
中
で
も
っ
と
も
あ
て
に
な
ら
ず
、
ま
た
解
り
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
』
と
さ
れ
る
。
サ
ザ
ラ
ン
ド
・
ク
レ
ッ

　
シ
！
著
、
平
野
龍
一
・
所
一
彦
訳
「
犯
罪
の
原
因
」
一
二
頁
。

（
2
8
）
　
ぎ
影
ぎ
弓
。
鉾
℃
」
●
出
射
・
前
掲
書
五
三
頁
。

（
29
）
　
ポ
ラ
ッ
ク
は
、
女
子
が
非
常
に
頻
繁
に
犯
す
も
の
で
、
起
訴
さ
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
発
覚
し
な
い
で
済
む
犯
罪
の
ニ
ゥ
の
型
と
し
て
堕
胎

　
と
デ
パ
ー
ト
内
の
万
引
と
を
あ
げ
て
い
る
。
勺
。
一
蜀
〆
β
。
F
マ
ま
ω
・
（
広
瀬
訳
・
一
六
五
頁
）

（
3
0
）
蜜
。
器
5
9
Φ
茸
冨
弩
亀
審
昌
く
霞
ぼ
Φ
魯
睾
り
ぢ
酷
（
寄
旨
＞
夢
国
聾
鳶
）
｝
の
』
O
顕

（
3
1
）
　
こ
の
点
を
極
端
に
強
調
し
た
の
は
前
注
（
19
）
に
引
用
の
リ
ー
ル
で
あ
る
が
．
リ
ー
ル
ほ
ど
極
端
に
走
ら
ず
、
・
犯
罪
統
計
は
男
性
と
女
性
の
犯
罪
を
同
じ
よ
う
に
比

　
較
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
し
て
宰
き
。
霧
＞
民
亀
β
国
砦
Φ
り
ぎ
魯
蜜
一
の
8
§
。
塁
」
8
ピ
サ
ま
曾
名
一
臣
即
目
》
閃
。
凝
8
9
ぎ
ぎ
帥
一
一
身
導
畠

国
8
ぎ
鼠
。
O
。
且
謹
。
峯
ぢ
一
〇
も
」
謡
噂
9
弩
魯
8
∪
導
り
。
ヨ
♀
言
Φ
”
H
鼠
Q
豊
器
暫
包
⇒
＄
琶
①
暮
・
一
。
貰
サ
黄
竃
や
弩
一
8
寄
毒
Φ
一
Φ
ρ
♀
ぎ
ゴ
。
一
。
α
q
ざ
お
一
〇。
一

寒
曽
㎝
～
譲
9
≧
昏
霞
国
奉
器
≦
§
導
画
『
。
ぎ
》
詩
Φ
り
妻
暮
Φ
｝
♀
ぎ
Φ
導
2
駐
撃
＄
誉
Φ
塁
ご
舎
サ
ト
。
。。

c

。
・
陶
。
影
導
暫
Ω
国
呂
郵
U
。
9
一
巨
鍔
扉
Φ
犀

　
∪
亀
く
岩
離
ヨ
一
逡
9
㍗
卜
o
韻
｝
℃
O
一
影
F
O
サ
包
～
サ
S
ど
9
。
。
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
2
）
　
U
導
3
ヨ
8
。
9
～
質
鳶
●

（
3
3
）
　
も
つ
と
も
執
行
猶
予
率
は
懲
役
刑
と
禁
鋼
刑
の
間
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
’
昭
和
四
〇
年
司
法
統
計
年
報
に
よ
れ

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

二
五

（
八
九
七
）

　
殺
人
者
の
精
神
医
学
的
研
究
」
六
四
頁
）
の
が
注
目
さ
れ
る
。



女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

（昭和33，35，40年）第一審主要罪名別有罪入員

年40和昭年35

㎜
す
子
合

子
尉
女
割

男
に
る
の

％子女％子男

　3．5

13，0

400．0

　7．7

　0．3

12．0

　0．8

　0．6

　0．7

　0．9

　4，9

　5ず5

　6二9・

　3．7

　1．6

15L1

　5．9

　　　％
　100．0

｝a・

　　0．1

1．5

0．2

1．5

0．1

1．8

50．7

2．7

16．9

3．2

0．0

2．8

　1

　　　　人

2，517

　　137

　　12

　　　2

　　　2

　　39

　　　5

　　39

　　　2

　　45

1，276

　　69

　　425

　　80

　　　1

　　71

　　24

　　　％
　100．0

卜
1：l

l：l

l：1

31：l

l：l

l：l

　　O．6

　　　　　人

70，954

1，054

　　　　3

　　　26

　　　674

　　326

　　597

6，328

　　288

5，197

26，023

1，258

6，164

2，153

　　　61

　　　47

　　　409

男子100

に対す
る女子
の割合

　3．5

12．9

225．0

20．5

　0．3

15．8

　1．0

　0．9

　0．3

　0．8

　4．2

　5．7

　5．2

　1．0

　3．8

66．7

　4．4

％子女

　　　％
　100．0

｝59

1：l

l：l

l：1

51：1

11：l

l：1

　　0．4

　　　　人

2，807

　　149

　　　9

　　　8

　　　3

　　64

　　　5

　　60

　　　1

　　45

1，602

　　174

　　417

　　84

　　　9

　　24

　　11

　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
八
九
八
）

ぱ
、
昭
和
三
五
、
三
七
、
三
九
、
四
〇
年
の
四

ヵ
年
の
平
均
に
お
い
て
刑
法
犯
の
有
罪
人
員
に

対
す
る
執
行
猶
予
率
は
四
七
・
八
％
、
特
別
法

犯
の
場
合
は
三
八
・
四
％
で
あ
る
が
、
懲
役
刑

に
つ
い
て
の
み
見
る
と
刑
法
犯
は
四
八
・
一

％
、
特
別
法
犯
七
三
％
（
平
均
五
〇
％
強
）
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
禁
鋼
刑
の
場
合
、
刑
法
犯
は

七
一
・
四
％
、
特
別
法
犯
九
三
・
五
％
（
平
均

七
二
％
強
）
と
率
は
ぐ
つ
と
高
く
、
罰
金
刑
に

至
つ
て
は
刑
法
犯
が
六
・
三
％
、
特
別
法
犯
三

％
と
罰
金
刑
で
執
行
猶
予
を
受
け
た
人
員
は
僅

か
に
四
％
弱
と
き
わ
め
て
少
な
い
（
x
X
五
表

8
参
照
）
。
そ
こ
で
刑
の
執
行
猶
予
率
の
男
女

比
を
見
る
に
は
懲
役
刑
の
み
に
限
定
し
た
方
が

よ
り
的
確
と
い
え
よ
う
。
表
ー
2
3
は
そ
の
意
図

の
下
に
作
つ
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
わ
が
国
に
お
け
る
刑
法
犯
通
常
第
一
審

事
件
の
罪
名
、
お
よ
び
男
女
別
有
罪
人
員
数

を
見
る
と
、
か
な
り
顕
著
な
特
徴
が
み
と
め

　
　
（
3
4
）

ら
れ
る
．
試
み
に
女
性
の
割
合
が
最
も
低
か

つ
た
昭
和
三
三
年
、
や
や
上
昇
を
示
し
て
い

る
昭
和
三
五
年
、
そ
れ
に
最
近
の
昭
和
四
〇



表一25　男女別刑法犯通常

和昭和33年昭

％子男

　　　％
　100．O

／L5

1：l

l：l

l：1

41：1

11：l

l：1

　　0．3

　　　　　人

81，016

1，152

　　　　4

　　　39

　　　948

　　406

　　505

6，854

　　296

5，362

38，385

3，029

7，979

8，083

　　236

　　　36

　　250

男子1θ0

に対す
る女子
の割合

3．1

13．0

100．0

9．3

0．2

18．2

1．1

1．0

0．3

0．3

3．4

6．2

4．7

1．7

6．3

75．0

7．8

％子女％子男罪名等

　　　％
　100．0

｝α4

1：l

l：l

l：1

51：1

11：l

l：l

　　O．4

　　　　人

2，695

　　165

　　　4

　　　4

　　　3

756

　　　69

　　　3

　　　15

1，509

　　174

　　438

60

18

18

n

　　　％
　100．0

ト4

1：l

l：1

　　1．1

　　5．8

　51．7

　　3．3

　10．9

　　4．1

　　0．3

　　0．0

　　1．7

　　　　　人

85，851

1，190

　　　　2

　　　43

1，409

　　413

　　550

6，796

　　904

4，951

44，387

2，813

9，375

3，471

　　　284

　　　24

　　　141

刑法犯総数

殺
殺
殺
盗
火
行
害
迫
喝
盗
物
欺
領
博

通
児
，
属

普
嬰
尊
強
放
暴
傷
脅
恐
窃
粧
詐
横
賭
公　然　狽　褻

狽褻文書頒布等

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
一
）

昭和33，35，40年司法統計年報による。

年
の
三
年
を
選
び
、
表
示
す
る
と
、
表
ー
2
5

の
通
り
で
あ
る
．

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
表
に
よ
る
と
、
近
年
と

く
に
公
然
狽
褻
罪
（
各
種
シ
ョ
ー
関
係
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
）
が
増
加
し
た
こ
と
が
目
立

つ
（
も
つ
と
も
こ
の
種
の
統
計
数
値
の
変
動
は
、

そ
の
方
面
の
取
締
り
の
寛
厳
に
影
響
さ
れ
る
こ
と

が
大
、
き
い
こ
と
に
と
く
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
）
ほ
か
、
窃
盗
罪
が
主
位
を
占
め
て
い
る

こ
と
は
常
識
と
し
て
諒
解
さ
れ
て
も
、
男
子

に
お
い
て
は
六
・
七
位
以
下
、
比
率
に
お
い

て
全
体
の
一
・
五
％
前
後
に
と
ど
ま
る
殺
人

罪
が
、
女
子
の
場
合
ど
の
年
も
窃
盗
、
詐
欺

に
次
ぐ
第
三
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
、
そ
の
総
数

に
対
す
る
比
率
も
五
～
六
％
に
も
上
る
こ
と

が
注
意
を
惹
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性

犯
罪
に
お
い
て
は
、
相
対
的
に
殺
人
犯
の
多

い
こ
と
が
女
性
犯
罪
の
一
特
徴
と
も
い
え
る

　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
八
九
九
）



　
　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
－
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
九
〇
〇
）

　
　
　
（
3
5
）

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
子
の
場
合
、
一
方
で
は
温
和
な
性
質
と
体
力
的
に
非
力
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
暴
力
的
犯
行
に
出
る
こ
と
は
少
な
い
が
、

隠
忍
自
重
を
重
ね
な
が
ら
、
感
情
的
な
起
伏
の
大
ぎ
い
こ
と
、
視
野
の
狭
さ
と
い
つ
た
女
子
に
共
通
の
生
物
学
的
・
心
理
学
的
特
性
か
ら
、
ギ
リ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

リ
決
着
の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
ご
ま
れ
た
と
き
、
激
情
の
お
も
む
く
ま
ま
、
短
絡
衝
動
葡
に
極
端
な
行
為
に
走
る
こ
と
に
な
り
が
ち
な
こ
と
、
ま
た
、

女
性
の
殺
人
手
段
と
し
て
毒
殺
が
好
ん
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
ー
い
て
は
、
多
く
の
論
稿
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
も
り
と
も
毒
殺
は
実
際

に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
）
が
、
毒
殺
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
殺
人
は
必
ず
し
も
体
力
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
な
意
味
で
、
殺
人
罪
は
女
性
犯
罪
に
お
い
て
特
別
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
点
を
考
慮
し
、
以
下
に
お
い
て
は
、
女
性
殺
人
犯
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
類
型
に
わ
け
、
前
述
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
そ
の
量
刑
を
中
心

に
そ
の
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
3
4
）
　
こ
の
特
徴
も
戦
前
と
戦
後
で
は
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ぽ
大
正
一
四
年
に
お
け
る
刑
法
犯
第
一
審
の
女
子
の
有
罪
人
員
は
賭
博
（
四
、
四
六

　
　
四
）
、
失
火
（
一
、
〇
六
二
）
、
窃
盗
（
二
一
七
）
、
、
殺
人
（
一
五
五
）
、
堕
胎
（
一
二
九
）
、
傷
害
（
一
〇
二
）
、
詐
欺
（
一
〇
一
）
の
順
で
あ
り
、
昭
和
一
〇
年
も
ほ
ぼ
こ

　
　
れ
に
似
て
賭
博
（
四
、
〇
五
七
）
、
失
火
（
五
七
二
）
、
窃
盗
（
二
四
二
）
、
堕
胎
（
一
七
〇
）
の
順
で
あ
つ
た
。
終
戦
直
後
の
昭
和
二
一
年
三
月
～
二
二
年
二
月
の
統
計
で

　
　
も
依
然
と
し
て
賭
博
は
女
性
犯
罪
の
王
座
に
あ
つ
て
譲
ら
な
か
つ
た
（
二
、
五
九
六
）
が
、
窃
盗
が
大
躍
進
を
と
げ
て
第
二
位
（
一
、
六
七
三
）
と
な
り
．
失
火
（
四
七

　
　
〇
）
、
詐
欺
（
三
一
二
）
、
殺
人
（
一
四
七
）
と
続
き
、
長
い
間
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
た
堕
胎
は
一
七
名
で
一
二
位
に
下
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
こ
と
に
そ
の
時
々

　
　
の
社
会
的
条
件
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
ま
た
、
そ
の
限
り
で
サ
ザ
ラ
ン
ド
（
前
掲
書
訳
本
九
一
頁
）
、
出
射
検
事
等
の
主
張
も

　
　
正
鵠
を
え
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
や
は
り
、
そ
れ
だ
け
に
女
性
犯
罪
の
特
徴
を
求
め
よ
う
と
は
考
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
女
性
犯
罪
の
消
長
の
あ

　
　
と
を
辿
り
、
そ
の
原
因
を
分
析
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
の
直
接
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
こ
れ
以
上
の
論
究
は
さ
し
控

　
　
え
る
。
な
お
文
献
の
中
で
は
ロ
ン
ブ
冒
ー
ゾ
が
女
性
特
有
の
犯
罪
を
国
別
に
列
挙
（
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
堕
胎
、
重
婚
、
謳
告
、
重
罪
の
共
犯
、
放
火
、
窃
盗
が

　
　
女
性
に
特
有
の
犯
罪
で
殺
人
、
文
書
偽
造
は
稀
で
あ
る
の
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
嬰
児
殺
、
堕
胎
、
毒
殺
、
尊
属
殺
、
児
童
虐
待
、
家
内
窃
盗
、
放
火
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
通

　
　
貨
偽
造
、
偽
証
、
謳
告
、
イ
タ
リ
ア
で
は
駐
物
、
毒
殺
、
．
堕
胎
、
嬰
児
殺
、
放
火
を
あ
げ
る
）
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
（
。
や
ぎ
舅
酵
8
p
宝
♀
ぎ
。
O
塑
羨
窪
＄

　
霧
騒
a
・
』
Φ
卑
し
8
8
づ
。
曽
↓
）
。

　
（
3
5
）
　
殺
人
罪
に
お
い
て
は
女
子
の
方
が
男
子
よ
り
も
相
対
的
に
高
い
率
を
示
す
こ
と
は
わ
が
国
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
く
諸
国
に
共
通
な
こ
と
は
ポ
ラ
ッ
ク
も
実
証
的
に

　
　
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
｝
。
一
蜀
ぎ
。
サ
。
陣
ε
b
や
お
～
o
。
昏
。
）
。
ま
た
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
も
、
女
は
男
よ
り
も
よ
り
多
く
殺
人
罪
を
犯
す
と
見
て
い
る
（
鍔
輿
受
。
一
凝
導
鮮



評
菩
Φ
言
の
冒
♀
ぎ
ぎ
鶏
自
。
巨
9
量
一
綜
o
。
矯
や
謡
8
。
な
お
》
輿
妻
。
＆
や
↑
φ
妻
鉱
黄
♀
旨
。
勲
呂
寡
↓
器
辞
巨
Φ
鼻
ご
富
一
す
器
唖
参
照
。

（
3
6
）
　
前
述
の
よ
う
に
精
神
医
学
的
見
地
か
ら
長
期
に
わ
た
り
わ
が
国
で
の
女
性
犯
罪
に
関
す
る
パ
イ
オ
ニ
ア
的
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
広
瀬
勝
世
博
士
は
「
女
性
の
心

理
な
か
ん
ず
く
知
覚
・
理
解
・
思
考
等
を
、
男
性
と
の
比
較
に
お
い
て
特
徴
づ
け
る
も
の
は
…
…
そ
の
生
物
学
的
基
礎
条
件
に
基
い
た
、
よ
り
大
ぎ
な
受
傷
性

（
＝
8
巨
き
昌
）
、
よ
り
大
き
な
情
緒
性
国
唐
＆
。
壼
鐸
鋒
（
昌
。
冒
導
器
）
、
お
よ
び
生
命
依
存
性
ピ
Φ
ぎ
屋
暮
鑑
夷
蒔
ざ
客
（
困
甜
霧
）
に
あ
る
。
従
つ
て
犯

罪
も
狭
い
視
野
の
中
で
、
身
近
な
対
象
に
向
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
」
と
し
て
お
ら
れ
る
（
広
瀬
・
前
掲
「
女
子
殺
人
者
の
精
神
医
学
的
研
究
」
七
四
頁
）
。
ア
ン
・
ス
ミ

　
ス
も
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
と
と
も
に
女
性
に
よ
る
殺
人
は
通
常
家
庭
内
で
行
な
わ
れ
、
被
害
者
も
夫
・
子
供
・
愛
人
・
家
族
と
い
う
も
つ
と
も
身
近
な
サ
ー
ク
ル
の
人
間
に

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
ポ
ラ
ッ
ク
も
同
旨
勺
。
田
ぎ
β
a
ε
サ
β
広
瀬
訳
・
一
四
頁
以
下
参
照
）
、
手
段
も
半
数
は
手
近
に
あ
る
肉
切
庖
丁
、
皮
む
ぎ
用
ナ
イ
フ

　
の
よ
う
な
台
所
用
具
の
使
用
に
よ
る
こ
と
を
注
目
し
て
い
る
。
》
§
。
∪
。
の
昆
夢
≦
0
9
睾
冒
勺
層
ぎ
鐸
＞
Go
曽
呂
網
『
勺
曾
亀
蜜
o
導
＆
¢
u
這
8
噛
も
や
器
～
N
伊

　
（
付
記
）

　
本
研
究
は
、
昭
和
四
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
各
個
研
究
）
に
よ
る
「
女
性
犯
罪
の
実
態
と
そ
の
特
質
（
そ
の
畔
）
女
性
犯
罪
の
量
刑
に
つ
い
て
の
実

証
的
研
究
」
の
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。

　
本
研
究
に
際
し
て
は
刑
務
所
に
お
け
る
資
料
の
蒐
集
そ
の
他
に
つ
い
て
法
務
省
、
と
く
に
矯
正
局
長
を
は
じ
め
矯
正
局
関
係
各
位
、
と
り
わ
け
朝
倉
京
一
参

事
官
の
御
高
配
、
御
援
助
を
賜
り
、
ま
た
、
矢
島
忠
雄
（
栃
木
）
、
林
英
雄
（
和
歌
山
）
、
藤
川
真
二
（
笠
松
）
、
江
藤
正
人
（
麓
）
、
岩
崎
秀
夫
（
札
幌
）
各
刑
務
所

長
、
星
野
君
子
和
歌
山
刑
務
所
管
理
部
長
、
倉
迫
サ
ツ
ヨ
栃
木
刑
務
所
管
理
部
長
を
は
じ
め
、
各
施
設
の
職
員
の
方
々
に
終
始
格
別
の
御
協
力
と
御
支
援
を
い

た
だ
き
、
ま
た
、
東
京
地
裁
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
寺
尾
正
二
判
事
の
御
高
配
と
刑
事
記
録
係
室
の
職
員
の
方
々
の
御
協
力
に
与
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
つ
た
．
御

支
援
、
御
協
力
の
大
で
あ
つ
た
の
に
比
し
て
研
究
の
発
表
が
お
く
れ
、
か
つ
成
果
の
小
な
る
こ
と
を
恥
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
右
記
各
位
に
対
し
、
紙
上
を

か
り
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
｛
）

二
九

（
九
〇
一
）


